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令和元年第４回南幌町議会定例会会議録     １２月１０日 

（午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

本日をもって招集されました令和元年第４回南幌町議会定例会を開

会いたします。 

本日の出席議員数は１０名でございます。熊木議員につきましては

欠席の届が出ております。直ちに本日の会議を開きます。 

本定例会の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであり

ます。 

●日程１ 会議録署名議員の指名を行います。指名につきましては、

会議規則第１２５条の規定により議長において指名いたします。 

４番 西股 裕司議員、５番 志賀浦 学議員。以上、御両名を指

名いたします。 

●日程２ 会期の決定をいたします。 

 先に議会運営委員会委員長から本定例会の運営についての報告の

申し出がありましたので、これを許します。 

 ９番 川幡 宗宏議員。 

川幡議員 議長の許可をいただきましたので、令和元年第４回議会定例会の運

営について、去る１２月３日に議長出席のもとに議会運営委員会を開

催いたしました。議会事務局より本定例会の提案議案等の概要につい

て説明を受けるとともに、日程及び運営について協議いたしました。

本定例会に付議される案件は、議会提案として各委員会所管事務調査

１件、町からは選挙１件、条例関係１０件、令和元年度会計補正予算

３件、一般議案１件であります。以上、提案案件全般につきまして審

議いたしました結果、本定例会の会期は本日１２月１０日から１２月

１２日までの３日間とすることで意見の一致を見ております。最後に、

議会運営に特段のご協力をいただきますようお願い申し上げ、議会運

営委員長報告といたします。 

議  長 お諮りいたします。ただいま議会運営委員会委員長報告のとおり、

本定例会の会期は、１２月１０日から１２月１２日までの３日間とい

たしたいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本定例会は１２月１０日から１２月

１２日までの３日間と決定をいたしました。 

●日程３ 諸般報告をいたします。 

・１番目 会務報告は、御手元に配布したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 

・２番目 例月出納検査結果報告は、監査委員より令和元年１０月分

の例月出納検査結果の報告がありました。その内容については、御手

元に配布したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 

・３番目 定例監査結果報告をいたします。 
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局長をして朗読いたさせます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 監査委員から補足説明があれば賜ります。 

角畠代表監査委員。 

監査委員 若干補足をさせていただきます。定例監査につきましては今朗読が

ありましたように、地方自治法の規定により年に一度実施をするとい

うふうに定まっておりますので９月末を基準として実施をさせていた

だきました。あと書いてあることは、この１ページは同じことなんで

すが今回３番目に内部統制が図られているかと新しい文言を入れてご

ざいます。それと一つ議員の皆さんに伺いますと、意見はよく読むと

おっしゃっていますが、あとはあまり見ないという御意見もございま

す。今回、特に事実を積み重ねるという形で監査報告書を作成させて

いただいてございますので、どんな視点で行政事務を見させていただ

いて、特筆すべき事項があったかなかったかということについて補足

をさせていただきます。一枚開いていただきまして、２ページ、３ペ

ージをごらんいただきたいと思います。２ページには一般会計の９月

末の歳入状況について記してございます。特に新しく大きく数字を動

かしているところ２点ほど申し上げたいというふうに思いますが、歳

入の部の８行目ですね、地方交付税でございます。地方交付税につき

ましては、前年度と比較をいたしまして１億３，６００万円程少なく

歳入をしてございます。ただ去年は９月に胆振東部地震があったとい

うことで、交付税額の３０％の２億４，５００万円ほどが前倒し交付

をされたということで、１２月分の交付税が前倒し交付をされたとい

うことで多かったというのがありますので、特異な現象というふうに

言えるかと思います。そして１４行目でございますけれども、財産収

入、これは３ページの一番下に書いてございます。南幌工業団地を３

社に２億５７８万円で分譲したということによって、数字が大きく動

いているということでございます。それから２ページの下３行に、環

境性能割交付金というのが本年から新しくできました。１０月１日か

ら課税をされているわけでありますが、１０月１日に消費税が１０％

に増税をしたということと同時に、自動車取得税が廃止されました。

これがなくなって、今後は環境性能割交付金という形で課税をされて

いるというふうになってまいります。それと３ページの中程に、地方

交付税の意味合いについて記載をさせていただいてございますので、

後程ごらんいただきたいというふうに思っておりますが、人口だけで

交付税が決まるわけではない。いろんな政策に伴ってくる部分が相当

あるということを念頭に置いていただきたいなというふうに思ってお

ります。５ページにまいります。５ページからは、９月末の現金保管

状況について４ということで各課の業務の執行状況について検証をし

てございます。まず１つ目、出納室ですがおおむね適正に業務が執行

されているというふうに書いてございますが、このおおむねの意味な

んですが全面的に実査をしておりません。できるわけもございません
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ので抽出した範囲で監査を行って全体として適正に行われているとい

うふうに推定をしているということで、おおむねということを記載を

させていただいております。２つ目、議会事務局ですけれど、１行目

の後段に町村にあってもというふうになってございまして、内部統制

の努力義務と監査基準を制定することとされたことに伴い云々という

ふうに書いてございます。内部統制というのは、来年の４月以降各地

方自治体に入ってくると。ただし、地方六団体がそれだけの負担には

耐えられない中で、政令都市以上、都道府県と政令市だけが内部統制

をやると、ただし町村等についても努力義務はあるということになっ

てございます。併せて、監査基準を作成して来年４月に公表しなさい

というふうになってございますので、これが今までにない動きという

ことであります。総務課関係では、去年の胆振東部地震の関連で防災

計画の検証をして整理をしているということが書いてございます。６

ページにまいります。６ページのまちづくり課のところで冒頭に書い

てありますが、いわゆるインターネットを使って情報発信をするとい

う機会が多くなってきてございます。じゃあインターネットが使える

環境は、どの程度あるのかということで検証させていただきました。

聞いたところでは、まちづくり課の段階で抑えているのは、市街地区

と国道沿いということなんですが、あと聞いたところでは堤防につい

ては光回線が敷設をされているというふうに聞いてございますので、

もうちょっと範囲が広いのかなと思いますが、最終的に非常時には防

災行政無線、まあ日常には広報なり防災無線ということになりますの

で、防災行政無線あと２６１戸が未設置となってございます。ここの

設置協力をお願いをしたいということを書かさせてございます。飛び

まして９ページなんですが、８ページの一番下の最後に、市町村自殺

対策計画というのが策定されてございます。非常に自殺が平成２２年

に６人の方が自殺をされて以降、毎年ゼロではないという状況が続い

ておりまして、南幌町は北海道なり全国の平均を上回っているという

状況にありますので、こういった形で対策を策定をされているという

ことを記載をさせていただいてございます。１０ページにまいります。

１０ページでは教育委員会の関係、下のほうにありますが、ここには

２年目となった公設学習塾ということで記載をさせていただいてござ

います。参加率は小学校で２７．３％、３行目の後ろのほうですね。

２行目の後ろから３行目の頭にかけて、中学校では１７．１％が参加

をしているということであります。出席率につきましては、その下４

行目に小学校の出席率が９３．８％、中学校につきましては、下から

４行目の前半に９１．８％とおおむね９割方が出席をしているという

ことなんですが、高学年になるほど学力の高い生徒が積極的に参加す

るということで、本来の目的とちょっとミスマッチではないかという

ふうに考えてございます。それから１１ページでございます。国はと

いうことで、令和２年から云々ということで書いてございますが、詳

細については書いてあることを読んでいただきたいと。実態を知る意
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味で記載をさせていただきましたので、詳述するのは避けさせていた

だきたいというふうに思ってございます。１３ページでございます。

１３ページは、町立病院の関係を記載してございます。患者数の関係

で、３つ目の段落で本年度から再開した小児科はというふうに４４３

名の皆増というふうになってございますが、内科が大きく実は数字を

減らしているということですから、昨年まで内科で診察をしていた中

学生以下の子どもさんが、小児科で受けているということですので、

全体としては、数字が伸びていないというのが見てごらんのとおりで

あります。それから２つ目の９月末の医業損益の状況ということで５

行目をごらんいただきたいと思います。５行目に平成３０年度で高齢

者肺炎球菌ワクチンの接種が一段落というようになってございます

が、これは平成２６年の１０月１日から定期接種となりました。した

がって、平成２６年１０月１日から３１年の３月３１日までに６５歳

以上の方を対象に５歳ごとに９５歳まで接種をして下さいと。その段

階でも１年間、２６年１０月１日から２７年の３月末までは１００歳

以上の方も受けていただきたいというふうになってきてございます。

したがって一段落をした後、５年間経ちましたので一段落をしたとい

うことで接種の件数が減ってきたということになってございます。１

４ページをごらんいただきたいと思います。１４ページにつきまして

は、収支の表を記載してございます。医業損益の欄をごらんいただき

たいのですが、１億１，２５８万円の医業収支はマイナスでございま

す。前年度が８，１００万円ということで、３，０００万円収支が悪

化しているということになります。ただですね、医業外収益で一般会

計等からの繰入れがございます。これにつきましては、令和元年６月

末は１億６，０００万円の繰り入れをしてございます。昨年は、この

段階で８，０００万円でしたので結局患者も少ない、収入も少ない、

イコールお金が足りないという状況が生まれてきているということ

を、御報告をさせていただきたいと思います。それと３番で、患者の

利用単価についてということで、それぞれ入院の療養病床なり、外来

なり一般病床の単価を記載してございます。毎年予算を組む段階で、

外来は単価５，０００円、入院は１万５，０００円というふうに単価

を組んでございますけれども、毎回予算はどうなっているんだという

ことを聞くんですが、必ず５，０００円と１万円という答えがきます。

実態はここに記載のとおり、入院の平均で１万４，８４５円、そして、

一般病床では１万８，７０５円、療養病床では１万１，２０７円とい

うふうになってございます。ちょっと単価設定に無理があるというふ

うに考えておりますので、やはり実態に合った単価を、目標を含めて

設定をして欲しいなというふうに思ってございます。それから１５ペ

ージ、監査の結果でございますが、おおむね適正に行われているとい

うふうに記載をさせていただいてございます。二つ目に、監査意見と

いうことで述べさせていただいてございます。一つ目は現物実査でご

ざいます。これは、昨年に引き続いて実施をしてございます。ここで
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監査基準の作成のため内部統制状況を確認するために２年連続してや

ったということを記載をさせていただいてございます。なぜ内部統制

が必要であり、なぜ監査が必要なのかということですが、まず内部統

制については来年４月から実施をするというふうになってございま

す。本来の姿は首長が、内部統制状況報告書を作成をして監査委員の

審査に付すということですから、内部統制評価報告書を作る職員を町

長部局に置きなさいというのは本来の姿でございます。しかし、そこ

までの負担には、先ほど申し上げました、耐えられないということで、

市町村には努力義務が課されたということになってございます。監査

はなぜするのかというのは、まず言葉で申し上げますと、ハインリッ

ヒの法則というのは皆さん御存じでしょうか。ヒヤリハットの法則と

いうんですけれども、一つの事件が重大事故が起きる前には２９件の

軽微な事故があって、その前には３００のハッとするような、あるい

はヒヤリとするような事故が起きるんだと。したがって、ヒヤリハッ

トもしくは２９件の軽微な事項をどこまで抑制していくのかというこ

とが大事なポイントだということで、どうしても監査はしなければい

けないというふうに一般に言われてございます。これは労働災害にお

ける経験測なんですが、今オフィスワークでも同じように事件が起き

るというふうに言われておりますので、そのために監査を実施してい

るということであります。それから２つ目の会議録の作成についてで

ございますが、１５ページには法律の建て付けを書いてございます。

なぜ会議録を作って誰がその内容を確認するのか。議長と、まず地方

自治法をまず引っ張り出してきました。自治法に議長と議員２名が署

名するということを書いてございます。先ほど議長は、会議規則１２

５条で議員２名を指名いたしましたが、会議規則には議員２名を指名

するということで、議長が署名するとは書いてございません。したが

って、地方自治法を引っ張り出してくるとそういうふうになります。

委員会条例では、委員長が署名または記名をして議長が保管するとい

うことで決められてございます。１６ページにまいります。１６ペー

ジにつきましては、最初の段落の中で、監査日現在でどういう状況だ

ったかということを記載してございます。この最後に定例会及び臨時

会の会議録は１１月１５日までに作成、公表されているということを

書いてございますが、委員会関係については、今のところ確認をして

おりません。会議録は何のために作るのかということを書いてござい

ますので、それぞれ長がつく方は会議録を作成して、そこまでを一つ

の会議体が終わった自覚をしていただいて、職員に迅速な会議録の作

成を求めていただきたいというふうに思ってございます。３番目が、

町立病院の関係で記載をさせていただきましたが、町立病院の関係に

つきましては、御存じのようにことしの４月１日から常勤医師３名体

制ということで、私もきのう行ってきましたが、午前中はびっしり、

午後からは比較的空いているというような状況で、患者さんは少しず

つですが、ふえてきているというふうに考えてございます。体制は３
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名いれば、カンファレンスと言いますか会議ができるということで、

症例検討もできますし、非常にいい環境にあるなというふうに思って

ございますが、高齢者は一度離れるとなかなか返ってこないというこ

とも一方であると思います。特に去年、医療体制が脆弱化したという

ことの結果が、ことしも響いているのだろうというふうに思ってござ

いますので、そういった点、急にお客さんを集めてくるようなわけに

いきませんので、患者さんとどう信頼関係をつくっていくのかという

ことが大事だというふうに思っております。そして１６ページの下の

固まり、下から２つですね、加えてと書いてございます。９月２６日

に厚労省が公的病院の再編成を発表してございます。町立病院も対象

になったということなんですが、大体全国の公的病院の４分の１以上

を対象として、もっと極端に言いますと、北海道の人口密度の低い地

域の病院が多く対象にされているということで、非常に一方的な通知

で、問題があるなというふうには思っているわけですが、これは急性

期医療対象と、いわゆる救急車等の搬入実績を基にこの数字が出され

たというふうに聞いてございます。それで、１６ページの１番最後の

平成２９年度の定例監査報告で、救急車の稼働状況として、意見とし

て報告したというふうに書いてございます。これは、実は平成２６年

から２８年、３年間の平均をそれぞれ単年と表を作ってお示しをして

いますが、この段階で３年間の平均で救急車の出動回数は３３６．３

回、年３６５日のうち３３６．３回出動しているということでありま

す。そしてうち、町立病院に搬送されたものは３５件、そして、町内

の他の病院に行ったものが１１．７件、町外の病院に搬送されたもの

が２７０件ということでございます。これは、町立病院の持っている

機能とどうしても関連してございます。そして、約２０件ほどが搬送

の必要がないという状況ですので、これは搬送していないというのが

実態としてなっています。１７ページにはそういったことを踏まえな

がら検討をせざるを得ないというのを記載をさせてございます。特に

予断を与えるようなことにはしたくないと思ってございましたので、

事実関係だけを記載させていただきました。真ん中の段落で、新・国

民健康保険町立南幌病院改革プランについては、平成２９年度から実

施をしてございますが令和２年度までの４年間ということなんです

が、平成３０年度の点検・評価報告書では、ここに記載の４つの事項

を検討して、回復期病床の導入や収益性の高い病床導入についての検

討が必要というふうにされてございます。最後は私の思いなんですが、

一つは近隣の市町村、市も含みます、北広島市なり江別市なりも含め

て、ここに子育ての小児科の中核病院を作って内科もやりますよとい

うスタイルが、これ一言で言いますと小児科はどうやっても赤字です。

財政援助がないとできませんので、そういう連携ができないのかと。

ただ、札幌が近いですからかなり厳しいだろうなと考えてございます。

そして、どのような方法を取るにしても、よりベターな方向を町と議

会が十分かつ慎重な議論を行って、住民福祉の維持向上、これが地方
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公営企業の第一の目的で、公営企業経営の採算性を図るというのが地

方公営企業法の建前、建て付けでございます。そして、町の財政負担

の削減と、特に資金不足解消のための繰入金の削減、または解消を図

ってほしいということをお願いをさせていただきまして、以上を申し

上げて補足に代えさせていただきます。 

議  長 以上で、定例監査結果報告につきましては報告済みといたします。４

番目 財政的援助団体等監査結果報告をいたします。 

局長に朗読させます。（朗読する。） 

議  長 監査委員からの補足説明があれば賜ります。 

角畠代表監査委員。 

監査委員 それではもうしばし耳をお貸しいただきたいと思います。今、局長

から朗読説明がございましたが、少しですね、今回の監査につきまし

ては経営の内容に立ち入って監査をさせていただきました。そういう

意味で４ページまで飛んでいただきたいんですが、既に一度振興公社

専務のほうから内容の説明をされてございますので、私なりに評価を

させていただいた結果をここで書いてございます。１資産の部の下か

ら３行目ですね。トラック１台等１１６万円云々というふうに書いて

ございますが、ここに償却資産とされない無形固定資産、コース勘定

の帳簿価格に変化はなく、というふうになってございます。これはコ

ースを造成すると、河川敷に築山をつくったりバンカーを掘ったり、

木を植えたりということになるわけですが、通常であればお金をかけ

ていますので減価償却ができます。しかし残念ながら、ゴルフ場の場

合はコース勘定という管理で減価償却ができない、いわゆる土地とい

うふうに扱われると。したがって、本来であれば減価償却ができれば

税金を払わないで済むんですが、減価償却ができないということで、

税金が多く発生をするという状況になっております。というのは、昨

年は固定資産の減価償却がぐっと金額が落ちたということで、非常に

天候が悪かった状況の中で、売り上げが悪いですが利益が出てしまっ

たというような状況になってございます。本当は、赤字でも不思議で

はないぐらいの売上だったわけですが、コース勘定の償却ができない

ということが経営のウイークポイントといいますか、そうなっている

ということを御理解いただきたいと思います。それと２の負債純資産

の部ですが、これ３行目をごらんください。現実売上高の減少に伴い

及び、となっていますが、及びにつきましては誤字というかちょっと

削り漏れでございますので削っていただきたいと思います。ここにつ

いては以上であります。５ページにまいります。５ページにつきまし

ては④ということで、令和元年９月末実績と経営状況について記して

ございます。３行目の後半、本年度は好天に恵まれたことに加え、コ

ース管理の徹底とインターネット予約、以下ウエブ予約という、その

システムの導入の効果などから営業日数、入込客数が大きく増加して

いるということでございます。非常に好天に恵まれてお客さんが入っ

ていますし、聞き取りでは、夕方１０件の予約が空いていると。ただ、
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朝行ってみるとインターネットで予約がされていてそれが全部埋まっ

ているというような状況がしばしばあるそうです。そういう意味で、

お客さんがふえた一つの要因というふうになってございます。６ペー

ジにまいります。６ページの３行目に、このため、現預金現在高は前

年同期より２，２３０万円、４７．４％上回っておりということなん

ですが、令和元年９月末に一体いくらの現預金があったのかというこ

となんですが６，９００万円ほどありました。これぐらいを持ってい

ると来年度以降の運営資金、この冬は収入が入ってきませんので、４

月以降の運転資金を確保していくと。それとある意味、毎年６５０万

円の負債償還をしてもらわなくてはいけないわけですから、その原資

を持っていくということが必要だろうというふうに思ってございま

す。ただ、夏の間はそれなりにお金が回転しますので、最低限４，０

００万円程度の現金は持っていて欲しいなというのが私どもの考え方

でございます。それと７つ目に、監査のまとめというふうに記載をさ

せていただいてございます。ここについては詳しい内容は避けさせて

いただきたいというふうに思いますが、運営の考え方がウエブ予約を

入れたことによって時代に沿ったやり方に変わってきたのかなという

ふうに思ってございます。ゴルフ人口がどんどん減少しておりますの

で、いかに新しいお客さんを呼び込むのかという意味で、新しいツー

ルを使ったことがいい結果に結びついていると。ただ水ものと言いま

すか、天候についてもありますので、ことしのような成績がそのとお

り毎年出るとは思っておりませんが、頑張って努力をしていただきた

いということをお願い申し上げまして、報告に代えさせていただきま

す。以上です。 

議  長 以上で、財政的援助団体等監査結果報告につきましては報告済とい

たします。 

・５番目 町長一般行政報告をいたします。町長。 

町  長 本議会定例会にあたり、１件の行政報告を行います。 

北海道立高等学校通学区域の一部変更について御報告します。 

去る１１月７日開催の北海道教育委員会会議において、令和３年度

の南幌高等学校の生徒募集停止に伴い、令和３年４月から南幌町の通

学区域の一部を変更し、空知南学区と石狩学区にすることが決定され

ました。これに伴い、現在特例的に認められている石狩学区近隣４校

含む全日制普通科全３２校において、学区外就学５％の制限がなくな

ります。高等学校の選択の幅が広がることにより、子どもの学習環境

の充実が図られるものと考えます。以上、一般行政報告とします。 

議  長 以上で、町長一般行政報告につきましては報告済みといたします。●

日程４ 一般質問を行います。 

本定例会の一般質問通告者は５名でございます。一般質問につきま

しては通告順に行います。 

７番 石川 康弘議員。 

石川議員 それでは、私から町長に質問いたします。町民に平等な通信インフ
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ラ整備の推進を、ということで質問させていただきます。総務省は現

在、５ＧやＩｏＴなどの高速通信網を整備するため、光回線整備やブ

ロードバンドの整備を進めています。本町でも十数年前に光回線、当

時はＢフレッツと言いましたが、これを普及させるため、私は農家の

青年たちやＮＴＴ代理店と一緒になり、町内各地で説明会を行い加入

申し込みを募ったことがありました。ＮＴＴは、１，０００件の申し

込みが集まれば全町に敷設すると言われていましたが、残念ながら８

００数十件しか集まらず、それを町長とともにＮＴＴの札幌支店に提

出し要請したことがありました。翌年には市街地や住宅地、工業団地

へと光回線工事が行われ、高速通信サービスの利用が実現しました。

ただ、農村地区は完全整備されないまま、業界内では現在南幌町は１

００％開通と公表されています。一方、無線によるモバイル通信が普

及したことで近年、光回線工事が減る傾向にあります。本町は道央圏

に位置し、サービス提供開始は早いほうで、カバー率は９０％以上と

公表されているのですが、やはり農村地区は速度が遅く利用しづらい

状況にあります。本町は、地形が平坦なことから、基地局を設置して

も高い建物に電波が遮られ遠くまで届かないのが現状です。農家のデ

ータ通信需要は、年々高まっており、インターネットで情報収集や販

路開拓など経営に生かそうと頑張っています。ところが、農村地区で

は光ケーブル回線も無線回線もどちらもつながらない地域が多くあ

り、大変不便を強いられています。このように、地域によって通信サ

ービスに差ができ、不便を強いられたままで放置していて良いもので

しょうか。町民が平等な通信サービスを受けられるよう無線基地局を、

例えばビューローやライスターミナルなどの高さのある施設に設置す

ることを働きかける考えはないのか、お伺いいたします。 

議  長 町長。 

町  長 町民に平等な通信インフラの整備推進を、の御質問にお答えします。

移動通信システムなどの高度通信網が、国において第５世代移動通信

システムいわゆる５Ｇの２０２０年商用サービス開始に向けて強力に

進めています。この５Ｇは、超高速・大容量、超低遅延、多数同時接

続を行った特徴を生かし、これまで主流であった通信サービスだけで

なく、農業、建設、医療など様々な分野にＩｏＴを活用するインフラ

技術とされています。また５Ｇの全国展開にあたり、通信事業者に対

して整備エリアの従来の人口カバー率から面積カバー率を条件とした

ことにより、都市部だけでなく地方部への早期展開及び条件不利地域

への基地局整備の促進が図られるとされています。そのため、個別の

通信事業者への要請ではなく、ＩｏＴを活用したスマート農業のさら

なる展開を含め、引き続き、空知総合開発期成会の開発予算要望とあ

わせて、総務省に対し高速通信網の整備促進を要請してまいります。 

議  長 ７番 石川 康弘議員。 

石川議員 

(再質問） 

まず、冒頭にお伝えしておきたいのは、以前から光回線工事につい

ては、引き続きお願いしたいということには変わりはありません。し
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かし、無線のモバイル回線が普及したことで、光ケーブル工事はコス

トがかかるとかでなかなか工事してもらえないようなので、ならばモ

バイル通信の工事を要請するというものであります。先ほども述べま

したように、農村部を後回しにされた光回線工事は、その後少しずつ

ではありますが工事が進められて、特に夕張太を中心に、先ほど代監

のほうからもありましたけれども、南幌町も要所要所ではつながって

はいますが、さらに夕張太を中心に工事が行われていますし、ここ最

近では進みましたけれども、あまり進んでいない状況にあるというこ

とであります。そういったことで、農村部のほうではいつになったら

うちのほうに光回線が通じるのかということで、私のほうにも催促が

来ます。やはり、十数年前にやったということもあって、当てにされ

た中で私のほうにもそういった声が届く状況にあります。また、それ

以外では光ケーブルが家の前を通っていながら接続することができな

いという地区もありまして、私のもとに早くに申し込んでいるはずな

のになぜつないでくれないんだと、目の前を通っているのにというそ

ういった苦情が寄せられているのが現実であります。そんな苦情を通

信事業者に伝えるにも私のほうからは代理店を経由という形ではなか

なか、らちが明かず、以前町の担当課のほうにも相談したことがあり

ましたが、ＮＴＴに頼んでも厳しいという返事しか受けられませんで

した。さて、今回求めているのは、無線モバイル回線の話なんですけ

ども、利用者としては若干コストはかかりますけれども、質量が安定

しないのはありますけれども、徐々に送信出力がふえ、料金も下がっ

てきているという状況で、これから期待される回線であります。先ほ

ど町長にお渡ししましたけれども、この調査票、実は私が昨年独自で

電気店から端末機を借りましてパソコンとつないで町内各地で受信調

査をした経緯がございます。そんな中で、ＵＱ ＷｉＭＡＸにつきまし

てはこのような形で、そして、その裏側のワイモバイルについてもこ

のような形で出ていまして、この表の中で出ていますけども、青い部

分のところは受信が可能な地域、赤とか黄色の地域は受信が不可能な

ところというふうな形で表しております。これを見ますと、基地局が

一つはＵＱ ＷｉＭＡＸのほうは１３線の運河橋の横にあると、またワ

イモバイルのほうは町営球場の横にあるという二つとも同じような場

所にあるという経緯もあるんですけども、両方とも通信可能なのは三

重地区だとか青葉の一部それから中樹林の一部などが通信可能であり

ますが、それ以外の中樹林の北部だとか晩翠、夕張太、鶴城、そして

川向につきましても全く届かないとそういうふうな状況であります。

あわせまして、光回線につきましても同じような状況でありまして、

そういうことでそちらの方面の方から強く要望が来ているところであ

りです。農村部に住む者にとりましては、さっきも言いましたように

需要が多いわけですし、これから先やはりこういった基地局がふえな

ければ、なかなかそういったサービスを受けられないということで、

同じ町民でありながら、なぜこんな差が付くのかというそういったこ
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との苦情が強く来ております。また、一向に進まない光回線工事です

けども、光ではなくてＡＤＳＬ回線で接続している人たちも結構いま

す。しかし、来年２０２０年からそのサービスが廃止されるというふ

うに聞いておりますし、２０２４年にはすべて廃止というふうな形で

終了というふうな形でも言われています。ただ、自治体との間でＩＲ

Ｕ契約が行われていればまだそれは長引くのかもしれませんけれど

も、いずれにしましても機械が古くなってきている中で、近い将来Ａ

ＤＳＬにつきましても整備サービスができなくなってくるという話で

あります。今町長のほうから空知総合振興局を通じましてそういった

ことで要請していくというふうな話ではありました。本当に補助とい

うふうに５ＧやＩｏＴのそういった高速通信などを受けるためにも、

その媒体がなければ我々にはそれを利用することも情報が入ることも

できないというそんな状況にあるわけでして、そういったことではど

のような形で光回線なのか、またモバイル通信というふうな形での手

法なのか、どのような形での要請をされていこうとしているのか、そ

れを再度お伺いいたします。具体的にどのような形でやるのか、また、

いつ頃そういったことが実現になるのか、その辺りについても再度お

伺いしたいですけどもよろしくお願いします。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

それでは、石川議員の再質問にお答えをいたします。先ほどお答え

した、今まで人口率から今度はカバー率が地域によっていろいろ変わ

ってきていますので、中継ということになると、先ほどお話ししたよ

うに条件不利地域にも入るということで、石川議員もきょうの朝刊を

見ていただいたかと思いますがそういう話が出てきています。総務省

の記事にも、来年２０２０年度からその予算を追記ができるようにと

いうことで拡大していくと、これは今まで要請したことが、ようやく

国のほうが少し出てきたということでありますので、５Ｇをすること

ということになりますと、当然光回線が入っていかなければ５Ｇにつ

ながらないとそんなことがありますので、国のほうがようやく来年度

の予算に向けて今体制を整えるとしておりますので、そこに向かって

私どもは要請していくしかないし、モバイルでやってまだ５Ｇにつな

がらないとかということにならないように、やっぱり光であくまで５

Ｇ、これはスマート農業につながるわが町としては、非常にいい制度

ではないかなと私は思っておりますので、関係団体、期成会も含めな

がら、そういう農業に向かうためにも必要であるし、先ほど申し上げ

たように医療、建設業、そちらにも当然つながるということでありま

すので、私はそっちのほうで向けていくのが今の道筋としては良いと。

また国が進めようとしているところに合致するものですから、そちら

のほうでいくべきではないかなというふうに思っております。 

議  長 ７番 石川 康弘議員。 

石川議員 

(再々質問) 

５Ｇを中心ということで、光回線を主体にというふうな話ですね。

実際に１０年以上前になるんでしょうけども、総務省の情報通信局の
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ほうで、地域情報通信基盤整備事業ということで立ち上げて行った経

過がございます。それにあわせて、全国各地でこの事業に乗るために

ということで、相当の市町村がこの事業に手を挙げて事業を進めてお

りました。道内でも相当各地で行っており、この空知管内でもいくつ

か名前が挙がって行われたというふうな話を聞いております。国が、

そういうふうな形で予算をつけてやるということですけども、ＮＴＴ

に聞きますと、ＮＴＴ独自でやるというのではなくて、今はもう自治

体のほうでそういう事業を立ち上げ、それを推進事業者が借りて、そ

の代わり、借り賃は払うというふうな形の体制をとって事業を進めて

いかなければ、ＮＴＴ独自でできるものではないんだと。やはり、条

件不利地域と言いますが、そういったところをＮＴＴが独自でやるに

は余りにもリスクが多いと、そういうふうな話で言われており、そう

いった中ではやはり自治体が中心となって事業を推進し、それをＩＲ

Ｕというそういう事業の中で、契約の中で利用していくというふうな

話を聞いております。そうなればやはり本町としてもそういう通信事

業として工事の事業として行うことになるのではないかと思うんです

けども。ちなみに後志の蘭越町の話なんですが、１０年前に光回線工

事を実施する際に試算をしたところ、全町に敷設するには約７億かか

るという話をされていました。それを総務省の補助事業などを活用し

たところ、わずか３％の負担で実施できたというふうに聞いておりま

す。それは、今の段階では総務省もそんな補助事業はないのかもしれ

ませんけど、ただ、今の町長のお話ですと、ひょっとしたらそういっ

たものを復活するのかなという期待も持つところであります。やはり、

積極的に総務省へ働きかけるなり、そういうふうな形で要請していく

ならば、うちとしてもどれぐらいかかるかという何らかの試算もして

おくべきではないかなという感じがするんです。先ほども言いました

ように、うちの町は市街地や工業団地、ある程度主だったところの工

事は行われているわけですから、それから考えますと、さっきの蘭越

町ではありませんけども、あれよりは面積も狭い、また、施設もある

程度されている中では、そんな７億なんてかかるようなものではない

と思うんですけども、そういった方面でも少しでも試算するなり、こ

れがまた、これからのいろんな資金計画の中でも考えていただくよう

な形にならないのかなというふうな感じを思うわけですけども、そう

いうふうに、国がそういうふうに進めていく中で、町としては事業を

やっていくこともありというふうな形で考えているのでしょうか。全

くそれは無しという中で、あくまでも向こうからのもので求めていく

ことになるのか、その辺りについても再度お伺いいたします。 

議  長 町長 

町  長 

(再々答弁) 

石川議員の再々質問にお答えをいたします。先ほど一番最初に答弁

させていただきましたけれども、通信事業者に対して整備エリア、人

口カバー率から面積カバー率という国の方針が打ち出されております

ので、当然５Ｇになりますと地方自治体でなかなかこれを取り組んで
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いくということには多分ならないだろうと。おそらく、総務省が全国

津々浦々までというか、隅々まで過疎地域も含めて今やろうとしてい

るところでありますので、それは地域間格差を無くすということで謳

っておりますので、その様子を見ながら当然やっていかなければなら

ないし、町が先んじてそれがやれるかといったら、そういう状況にも

私はないと思います。あくまでも、国がそういうものでやっていくと

いうことがきちっと出てこない限りは、町が先走って手を挙げて大き

な負担をかけていくということには私はならないのではないかと。た

だし、国のほうには早く、そういう地域間格差が非常に大きいわけで

すから、早く同じようにみんなが受けられるような体制づくりを、早

期に実現を要望してまいりたいなというふうに思っております。 

議  長 以上で石川 康弘議員の一般質問を終わります。 

次に８番 菅原 文子議員。 

菅原議員 誘客交流拠点施設整備事業について、お伺いいたします。１２月の

町広報誌に「人、そして未来への希望をつなぐ地域の新たな交流拠点」

として、子育て世代や地域団体を対象に行ったアンケート、ヒアリン

グ調査の内容や建設予定地の地図が掲載されていました。１１月１９

日の全員協議会では、財政推計についての説明の中で基本設計、実施

設計費合わせて２，８００万円、建設費として８億９，６００万円が

計上されました。当初、基本設計を持って建築費や運営費、維持費等

の詳細を住民と議会に説明するとしていました。その後、民間手法の

活用については、話がありましたが、事前の説明がなく、８月２６日

の全員協議会で施設の設計建設運営などを民間事業者に包括的に委託

するＤＢＯ方式に変更すると説明がありました。多額の事業費を必要

とする事業であり、事前に十分な時間をかけて協議すべきだったと考

えます。その後、検討中とし進展がないとの理由で、町側から議会に

報告はない中で、１２月町広報誌ではこの事業について大きく取り上

げられましたが、町長の考えを伺います。 

議  長 町長 

町  長 誘客交流拠点施設整備事業についての御質問にお答えをいたしま

す。誘客交流拠点整備施設整備事業については、子ども達がいつでも

元気に安心して遊び集える施設を中心に、多くの町民が利用でき、町

外から訪れる多くの人と交流ができる新しい空間づくりを目指してい

ます。本年第３回議会定例会で答弁したとおり、事業方式については

民間のノウハウや管理運営マネジメントの活用により、利用者の満足

を高め、管理コストの抑制が期待できる公民連携の手法を検討してい

ますが、決定したものではなく、今後さらに議会と協議をさせていた

だきたいと考えています。また、町広報１２月号においてこれまで保

育園、幼稚園、小学校などの保護者、団体等からいただいた御意見の

一部をお知らせしたところです。議会との議論をこの後におきまして

も、適時情報の提供を行い、議会との議論を深めてまいりたいと考え

ております。引き続き、子育て世代をはじめとした町民の皆様、関係
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機関、団体からの御意見や財政負担の縮減などを踏まえて、事業の実

施を検討してまいります。 

議  長 ８番 菅原 文子議員。 

菅原議員 

(再質問) 

それでは再質問させていただきます。まず、最初に１２月広報につ

いて伺います。内容についてですけれども、南幌町で新しい大きなプ

ロジェクトが始まりましたとあり、次に施設の整備を検討しています、

整備の実現に向けて取り組んでいます、このように書かれております。

整備を検討、取り組んでいきますという表現では、つくることに決定

したかのような表現だと私は感じております。施設整備の実現に取り

組んでいきます、これはそうです。それから検討という言葉ですけれ

ども、この検討というのは整備について内容を検討している、それか

らいろんな検討という意味合いがあろうかと思いますけれども、読ま

れた方は検討という言葉を聞きまして、もう既に決まったかのように

感じ取られた住民の方がたくさんいらっしゃいました。また設問の内

容ですけれども、どんな遊具、どんな機能、やってみたいこと、どこ

に作るの、具体的に２カ所掲載など具体的な内容に対するアンケート

でもあり、つくるべきか否かのアンケートは一つも見受けられてござ

いません。ＱＲコードからダウンロードしたアンケート調査を見まし

たけれども、このような施設が、南幌町に建設されたら利用したいと

思いますかという質問があるだけでございます。しかも、このアンケ

ートの締め切り日が書いてありませんでした。この町広報誌を見まし

てもダウンロードされたホームページを見ましても、どこにも、この

いつまでにという形では一切掲載されておりませんでしたので、この

アンケートをどのような形で集計し、公表するのかをお伺いしたいと

思います。また、１１月１９日の全員協議会におきまして、このアン

ケートの内容の説明はございませんでした。その時点では、正確でな

くてもこのように載せますよという御報告があってもよかったのでは

ないかなと、私は考えております。このためにわざわざ集まる必要は

ございませんけれども、たまたま１１月１９日の時点で全員が集まっ

ている会がございましたので、その中でも完全ではないけれどもこの

ようにというお話を私はいただければよかったのかなと。といいます

のも、この掲載がありましてから各議員のところに、６月広報の時も

そうですが、住民の方から各議員にもう決まったのかとか、どうなっ

ているのかという質問がファックス、それから電話で来ております。

私たちも、このように掲載されることも存じ上げませんでしたし、ア

ンケートの内容もわかりませんでしたので、わかりませんという答え

は、なかなか私たち議員としましては聞いていませんというお答えは、

なかなか住民の方にはできません。それで、６月に掲載された時は、

５月２０日に全員協議会があり、今回は１１月１９日全員協議会があ

りましたので、次回からは一言お伝えいただければありがたいと思い

ます。次に、事業についてお伺いいたします。きょうは傍聴者の方々

もたくさんいらっしゃっていただいておりますので、今までの流れを
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ちょっとここで振りかえさせていただきたいと思います。まず、第６

期総合計画にはないということを前提になっておりますけれども、本

年の１月２５日の町と議会との懇談会の中で、職員レベルで誘客施設

検討会を立ち上げ、誘客交流拠点施設の整備を進める考えですという

御説明がございました。この時点では、職員レベルの話ですというこ

とで一言ありましたので、私たちも、これが本当に決まっていくもの

と決定したものとは考えておりませんでした。しかし、本年３月の町

政執行方針の中では、この件について何も述べられておりません。次

に、５月２０日の全員協議会では、誘客交流拠点施設整備構想として

説明がありました。まだ構想の段階でございます。そう言いながらも、

町広報誌６月号に掲載をされております。このことにより、先ほど申

しましたように、町民の方々から議員へお問い合わせなどが入ってお

ります。次に、８月２６日の全員協議会が行われ、今までは整備構想

だったものが整備事業になったと説明がありました。そこで突然、事

業手法を従来の方式ではなく、基本設計、実施設計、建設工事維持運

営管理を一括で民間に委託するＤＢＯ方式の導入を検討すると説明が

ありました。その後、何も進展がないとの理由で議会への説明は一切

ありませんでした。そして、１２月の広報でアンケート結果などが掲

載されたという経緯でございます。この間、同僚議員が６月と９月定

例会で質問しておりますけれども、町長は初めから一貫して、基本設

計が完了しなければ詳細がわからず、住民と議会には説明できないと

おっしゃってきたところでございます。９月の一般質問の同僚議員の

答弁の中で、事業方式が決定し、プロポーザルや基本設計が完了を目

指す令和２年度中に概算事業費などを出すと言われております。この

ＤＢＯ方式は設計、建設、運営までを一括入札するのが一般的です。

町長の言われる基本設計・実施設計が出るときには既に、維持管理す

るところまで入札が終わっていることと私は思っております。運営す

る企業になるのがどこかはまだ全くわかりませんけれども、民営業者

の方が運営しやすいような遊具や備品であったり、この施設について

基本設計や実施設計から参画してまいります。本来、ＤＢＯ方式とい

うのは、一括入札のために期間の短縮や必要経費などを節約でき、維

持運営をしていく上で利点が多いとされています。しかし、一括方式

ですので、本来はつくると決まった事業に適していますので、本町で

はまだ、この施設をつくるのかどうかの話し合いさえも町民や議会と

はなされておりません。議会として、まだこの事業を承認しておりま

せんけれども、町長はこの時期をいつの時点とお考えなのかお伺いし

たいところでございます。また、財政についてお伺いいたしますけれ

ども、１１月１９日の全員協議会において、令和５年、２０２３年ま

での財政推計が出されました。来年度の令和２年度歳入が６１億８，

９００万円、町債残高５９億６，５００万円、財政調整基金が７億９，

４００万円、令和５年度の歳入５１億７，４００万円、町債残高６２

億７，５００万円。財政調整基金が４億２，９００万円、令和５年度



１６ 

 

以降、財政調整基金の取り崩しは不可能だと私は考えております。今

後、今ある既存の町営住宅、公共施設、橋梁、道路などの補修や改修

は年々ふえていくものと私は考えておりますけれども、今国土交通省

をはじめ各自治体でも公共施設のアセットマネジメントの取り組みが

進められております。本町では、この取り組みと逆行していると感じ

ます。また、この誘客施設はこれから新しく建設するということです

けれども、躯体、建物はこれからですと５０年６０年はもつと思いま

すけれども、それまで南幌町の人口は何人を保っているとお考えでご

ざいましょうか。今建設中でございます長幌浄水場建設、可燃ごみの

焼却施設負担分、この誘客施設、すべての元利償還が始まっているで

あろう約１０年後の人口と財政をどのようにお考えなのか。浄水場や

ごみ施設などは、町民全員が関わる大変重要な必要な施設でございま

す。誘客施設、町外からお客さんに来てもらうように誘う施設のため

に、多額の借金返済を今の若者や子ども達に託してもいいものでしょ

うか。日本国民が減少していく中、南幌町だけが人口が増加し続ける

とは私は思いません。町長はこの誘客施設をつくることで、少なくと

もこの１０年の間で町外から何人の子育て世代の方々が南幌町に移住

して来られるかを想定しているのか、具体的な目標人数を伺います。

今まで長く御説明してきましたので、ちょっとまとめさせていただき

たいと思いますが、質問です。町広報誌の前にアンケートの内容、ま

とめなどの進捗状況の説明をするべきではなかったのか。これは先ほ

どお伺いいたしました。それからまた、この事業について財政や不安、

心配などの意見はなかったのでしょうか。この中には、前向きなアン

ケート調査の結果しかありませんでしたけれども、財政とかどうする

のという不安なことはなかったのかお伺いいたします。３番目ですけ

れども、事業についての住民や議会に十分な説明がなく、議会の承認

がないまま設計、建設、維持、運営までの一括入札を行うことについ

て、町長のお考えをお伺いいたします。次に、当初の従来方式では、

今年度基本設計を委託しそれをもって住民や議会に説明するとしてい

ましたが、今年度にはまだ基本設計を出す予定がないようでございま

す。結果として、ＤＢＯ方式に決定したものと推察されますけれども、

そうだとしたらプロポーザルで公募する前に南幌町にとってこの施設

が本当に必要かどうか、この施設をつくることでどれくらいの移住定

住者がふえるかという議論、協議、検討をするべきと考えますけれど、

町長の考えを伺います。最後に、多額の町民の方々の大切なお金を使

って建設維持費、数年後の遊具類の入れ替えなどしていくためには、

何人ぐらいの移住定住者が毎年ふえていかなければいけないのか、想

定人数を具体的にお伺いいたします。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

菅原議員の再質問にお答えをいたします。アンケート調査、同僚議

員から少しでも早くアンケート調査をして町民に広報せよと。皆さん

異論はなかったですよね。それで、私どもはそれも一理あり、途中経
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過ですけれどもお知らせするというのが、議員の皆さんからの要請が

あったわけでありますから、アンケート調査は一部でありましたけれ

ども広報をさせていただきました。議会の皆さんに遅くなったってい

うのは、当然申し訳ないという意味もありますか、議会の皆さんが早

く町民に知らせるべきだと言ったから、私どもはこれ終わってからす

るよりはずっといいのかなということで早い判断をさせていただきま

した。勘違いされているかと思いますが、決定したものではありませ

ん。今、いろんな方法で調査をさせていただいております。ＤＢＯ方

式も検討の材料の一つ、だからこういうものをつくっていく場合には

どうしたらいいか。前にもお話ししたように、うちの財政から考えて

より有利なものを使っていきたい。前にお話ししたように、できれば

町の負担は半分以下にしたい。ですから、いろんな検討をさせていた

だいて、その中にＤＢＯ方式が出てきましたから、今検討させていた

だいています。財政推計は、標準的なものであるということでありま

すので、出させていただいたところでありますので、構想自体も今い

ろいろ検討させていただいて、当然プロポーザルもしなくてはならな

いとは思っています。まだ、そこまでは行っていません。それは、そ

ういういろんな手法が出てきているのにトライしないで、従来の方法

で５割の町の負担でいいのかどうか。それから、菅原議員が今言われ

た財政将来の負担、私も一番それが気になりますから、今の時点で町

にとって一番いい方法が何か。それを検討させていただいているので、

そんなことを今検討しています。それから、もう一つ誤解いただいて

いるけれども、町民の利用も兼ねています。町民の子どもさん達、あ

るいは大人、お年寄りも含めてそういう町民の方々にも利用していた

だく、なおかつ、町外から来ていただくそういう施設にしたいもので

すから、いろいろ検討させていただいています。そういう意味で、ア

ンケートや聞き取り調査やらいろいろさせていただいているというこ

とです。これもしない、何もしない、何もしないでいったら、人口問

題研究所は２０４０年に５，４００人と出ていますよね。私は、それ

には絶対反発したいなと。それに、うちにはまだ６５０という宅地が、

うちの町の中にあります。道の公社の宅地があるわけですよ。何もし

ないでいいのですか。ですから、いろんな検討をさせていただいて、

菅原議員はすぐ決定した、決定したと言われますけどまだ検討段階で

す。まだものを作るという、できればいいなという話です。そういう

構想、事業に変えましたけれど構想に変わっておりません。それで、

町のことも十分、それから町民のことも十分考えて私はやっていくべ

きだと思っておりますから。いかに町の将来人口は、当時団地を完売

するためいろんなことを考えて、いろんな施設、道路、街路、公園、

まだ埋まってないわけです。それを埋めるために何もしないでいいの

か、ということにならないかなと。私はそこを埋めるための努力、町

の中で今ある中でできる努力は、精いっぱいトライするべきだという

ふうに思っています。なるかならないかはちょっとわかりません。今
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の私の中では、これをつくることによって、かなり可能性は高くなる

のではないかと。何もしないよりは高くなる、なおかつ財政負担を少

しでも減らしていく、それには国あるいは道の応援をいただいてやろ

うとしていますから、うちでお金があればすぐ答えは出せます。でも

菅原議員も御承知のような財政状況ですから、いいものを少しでも多

くもらって町民の負担を減らして、そして、町民の方々が利用して喜

んでもらって、なおかつ、町外から来ていただく、そんな施設も必要

ではないかなということで、今いろいろお話をさせていただいている

ところでありますので。ちょっと誤解をされてもうできた、つくるの

が決定したとかそういう話ではないので、だからアンケートやいろい

ろさせていただいております。 

議  長 ８番 菅原 文子議員。 

菅原議員 

(再々質問) 

今の町長から再答弁をいただきましたけれども、具体的なお話がな

かったのは残念だなと。想定人数が毎年どれぐらいふえていくのかの

想定人数を具体的にというお話でしたけど、それがなかったのが大変

残念なことだと思っております。まず、私が決まったかのような誤解

というお言葉をいただきましたけれども、私も決まったとは思っては

おりません。というのはまだ議会にそのようなお話がないからです。

ですけれども、最初はこの８月２６日にいただいた全員協議会での説

明ですけれども、従来方式では２０１９年度、今年度基本設計という

ことが書いてあります。これを以て住民、議会に詳しい説明をしてい

くと、その後は実施設計、建築許可手続などいろんなことがあって２

０２３年、令和５年のオープンに向けてというお話がありました。で

すけれども、今度ＤＢＯ方式に変えていくことを検討しているという

お話があった中で、２０１９年度今年度は住民、子育て世代へのヒア

リング、公募準備ということで資料をいただいております。そして、

２０２０年度、公募型プロポーザル、基本・実施設計などの一覧があ

ります。これからいきますと、従来方式ではないですけども２０１９

年度に基本設計が出されないということは、ＤＢＯ方式になったのか

なと誤解しても仕方がないことなのではないでしょうか。町長は以前

からお話ししていたように、ボールパークのオープンに向けて一緒か、

それとも一足先に造りたいと、オープンさせたいというお話が以前か

らあります。それを追っていくと、このような形になりますというこ

とで私たちは説明を受けておりますけれども、これからいきますと、

もしですよ、ＤＢＯ方式にしないのであれば１年ずつずれていく、も

しくは２年ずつずれていくことになろうかと思います。それでは、こ

の２０２３年のオープンに間に合わないのではないかなと、私はこの

表を眺めながら思っているところです。それで、私は誤解しているか

もしれませんけれども、決まった話ではないと町長は先ほどからおっ

しゃっていますが、私はほぼ決めていくのではないかなと。検討中と

言いながらも、決めていくのではないかなと私は考えている、ここに

理由があります。今アンケートのことをお話いただきましたけれども、
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先ほど言いましたように、私はわざわざ町広報に載せるために全員協

議会なり懇談会を開いてくださいということはお話しはしておりませ

ん。ただ、５月２０日それから１１月１９日にたまたま全員協議会が

あったわけですから、この時に一言お話をいただいてもよかったので

はないかな、ということで先ほどからお話をいただいております。載

せていただくのは大変いいですけれども、ここに誤解のあるような表

現の仕方とか、それから不安な材料を載せづらいと思いますけれども、

そういう率直なアンケートも載せていただきたかったなと。もし全く

なければ別です。子育て世代のお母さんたちは、あるに超したことが

ありませんし、どういうのがいいですか、どうやったら遊びたいです

かと聞かれれば、それはこのようなものが欲しい、こうやって遊びた

いというのはもちろんだと私は思います。ですけれども、その中に以

前お話がありましたように、職員の方ともお話しをされているかと思

います。その中でもこういう話が一つもなかったのか、私は今までこ

ういう話を職員の方から不安なことがありますよとか、財政は大丈夫

ですかというお話をされているということは一言も聞いておりません

けれども、そういう声はなかったのかなと。それで、私はこのアンケ

ートについて、１１月１９日それから５月２０日に、簡単にでもいい

ので御説明いただければありがたかったかなと。何も広報誌に載せて

はだめということではありませんので、そこは誤解のないようにお願

いいたします。それとこのＤＢＯ方式ですけれども、私も建てるので

あればこのＤＢＯ方式が一番最適だと私は思います。時間も短縮され

ますし、一つひとつのことに時間をかける、またはお金をかける必要

がないので、決まったことであればもう本当に速いです。室蘭のほう

に職員の方々が行って勉強されてきたようですけれども、私も室蘭の

お知り合いの方にいろいろお聞きをしております。その中で、一番大

きく違うのは、室蘭の場合は今まであった老朽化したものを一つにし

たいとそういうことから始まっているようでございます。うちは新設

なので、そこは全く違います。ですけれども、アンケート調査やＤＢ

Ｏ方式にしたらいいのかという事前協議は大変詳しく、何回も何回も

説明、それから協議を行っているようでございます。なので、私は、

このＤＢＯ方式は建てる人には一番いいと思いますけれども、その前

に建てるか建てないかの協議を先にするべきだと思います。先ほども

町長がおっしゃっていたように、何もしなければこの町は衰退してい

く、それはそのとおりです。ですけれども、だからといってこの多額

なお金のかかる、そしてまた多分民間事業者が行っていくのだとすれ

ば、いくらかの入場料、それから使用料をお支払いしていくことにな

ろうかなと思います。町民の方に関しましては、ほとんど毎日のよう

に行っていただきたいので、それなりの金額または無料に設定してい

ただけるものと期待しておりますけれども、それであればなおさら運

営費、維持費の負担は町が負担していくことになるのではないかなと。

それに見合った今後、何十年間も使っていくこの施設。私たちが説明
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を受けているコンセプトは、移住定住をふやしていくこと、町民の方

と町外の方とが交流をしてそして南幌町はいいところだねと、そして

移住・定住につなげていきたい、これがコンセプトだというお話を再

三いただいております。ですけれども、それが果たしてこの多額の金

額を必要とするこの施設なのか、そこのところをもう少し議論する必

要があるのではないかなと思います。ですので、私はこのＤＢＯ方式

にする前に、建てるかどうかの議論を先に進めるべきなのではないか

と私は再三申し上げているわけでございます。ですから、ちょっとく

どいようですけれどもこのＤＢＯ方式は本当にすばらしい、私にとっ

ては一番最適なこの方式、これを決める前に建てるかどうか、つくっ

たらいいか、それから移住定住につなげるために町民のために本当に

この施設が大切かどうか、今の各自治体では先ほどのアセットメント

マネジメントも言いましたけれども、延べ床面積を少しでも減らそう

という努力は今各自治体ではされております。本町は、この二つに関

しましても逆行しています。そこのところが私は、どうしても納得が

いかないというか今のこの現在ですよ、今説明を受けている中では私

は、納得できるものではありません。ですので、もっとその深い議論

をしていただけたらと思います。もし、このＤＢＯ方式に決まってい

ないのであれば、１年２年遅らせることになるのであれば、そこを先

に住民の方々、それと議会とより深めていただきたいと思いますけれ

ども、この点について町長の考えをお伺いいたします。 

議  長 町長。 

町  長 

(再々答弁) 

菅原議員の再々質問にお答えをいたします。ＤＢＯ方式に決めたわ

けでないと先ほども。それは、私は自前のお金でやるならもうすぐ決

められます。先ほどは国のあるいは北海道のいろんな事業をもらうか

ら、それを時間をかけて、町にとって少しでも良い方法を私は取りた

い。それは町民の負担を軽減したい。しかし、こういうものをつくる

ことによって、効果もたくさんあります。菅原議員が言うとおり、全

国の人口が減るんですよ。減る中にあって、地理的条件の良い南幌町

が黙って指をくわえて見ていていいのかどうか。そのためには負担を

いかに少なくして、こういうものを誘致しながらやっていこうと。で

すので、これは今、まだ計画しているＤＢＯ方式に決めたわけでもな

いし従来の方法もありますし、いろんな方法があろうかと思います。

それで検討しています。それ以上何も言えないです。まだ決定したわ

けでない、議会と方針がある程度見えてくれば、こういう方法とこう

いう方法はある程度こういう方向でやりたいと、そこも出てないのに

どうしますかと議会に行きますか。行政は失礼ではないか議会に対し

て。みんなどういうものにしたいですかと。少なくとも、町と議会は

選ばれたものでありますので、それなりの覚悟を持ってやらなくては

なりません。ですので、まだまだ検討中の段階、事業方式だってどれ

が良いと言われているのもありますけども、もっと欠点もあるかどう

かそれをやっぱり探さなくては。皆さんに言われた時にそれは知りま
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せんという話にならないと思う。ですので、そういうものをつくりな

がら皆さんとやっぱり議会と最終的に結論を出さなくてはならない。

アンケートを議員の皆さんの承諾なしに出したということでご不満の

ようでありますから、今後はできるだけ、だけど情報早く出せといっ

たらやっぱり時期があるんですよ。議会優先で町民が後でいいという

ことであれば、菅原さんもそういう考えであれば、私はそうしますけ

れども、菅原さんも町民の方へ早く知らせるべきだと言っております

ので、そういうことを考えながら、私どもは進めさせていただきます

ので、できれば、最初に計画した２０２３年までにできるように、今

全力を挙げていろんな事業の見解をもらいながら進められるようには

したいなと。やる場合はね。できない場合はこれ何ぼ延ばしてもいい

ですが、する場合はやっぱりそこが目標年度だと思います。それに対

してやっていこうということでありますので、菅原議員もノウハウは

たくさんあるようでありますから、いい情報は出していただいて、皆

でつくっていく施設でありますので、やるからにはそうやっていけれ

ばいいかなというふうに思っています。私と言い合いをやる議会では

ありませんので。町民にとってどれがいいかと、将来にわたってです。

そのことを考えていただければ一番いい方法ができて、町民にも喜ば

れるのではないかなと。なおかつ、私は欲張りで町外からにも来てい

ただいて、今月は７名人口ふえましたよね、見ていただいたと思いま

すが、それはきた住まいるヴィレッジをはじめとした、皆さんがたの

町民の方々の今までやってきた成果が少しずつ出ていますので、そん

なことも含めながら頑張っていきたいなというふうに考えておりま

す。 

議  長 答弁漏れはありませんか。 

菅原議員 答弁漏れなんですけど、やはり先ほどから言っているようにアンケ

ート調査を町広報に載せるのは全く問題はないです。ですけれども、

その前に直前に委員会などあった場合にはお知らせいただきたいと。

そこのところいまだに誤解されているようなのでそれが一つと、先ほ

どから言っているように、具体的に人数をこの誘客施設ができてどれ

ぐらいの方々が移住していくとこの人数が保てる、もしくは１万人に

近づけるとそういうことのお答えが全くないんですけども、しないの

であればそれはそれで構いません。 

議  長 町長。 

町  長 答弁漏れについてお話をさせていただきます。アンケート調査等々

については、これから議会にお話しをさせていただきます。詳細につ

いては、アンケート調査だけでの広報には当然できませんので、議会

の皆さんには詳しく、その辺の内容をそういう機会を設けながら、さ

せていただこうと思っています。想定人数は、なかなか難しいと思い

ます。この辺の状況、だから人口問題研究所が出した勝手に出してい

ただいた南幌町の将来の人口そういうふうにはしたくない。皆さんも

そうだと思いますが、この条件の良い南幌町に行ってあの人たちが机
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上でやっている人口減少率をただかけた、そういう人口規模にはした

くない。だから何かをやりながら、ある財産を活用したいというのが

私の思いです。 

議  長 以上で、菅原 文子議員の一般質問を終わります。 

ここで場内時計で１１時１５分まで暫時休憩をいたします。 

（午前１１時０２分） 

（午前１１時１５分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

次に５番 志賀浦 学議員。 

志賀浦議員 町長に町立病院の再編、統合の議論はということでお聞きいたしま

す。厚生労働省は本年９月に、診療実績が乏しく再編統合の議論が必

要と判断した公的病院名を公表いたしました。このうち、道内は１１

１病院中５４施設で約半数であり、その中に町立南幌病院も対象とな

り対応は急務であると思います。来年の９月までに議論をし、結論を

出すよう要請されており、本町では既に議論がされていることと思い

ますがどのような方向で結論を出していくか伺います。また、以前に

も聞いておりますが、診療科目と病床数の変更により病床稼働率と採

算率を上げる方法はとれないのか。また、今後の収支見込みと病院経

営に対する町長の考え方を伺います。 

議  長 町長。 

町  長 町立病院の再編、統合の議論は、の御質問にお答えいたします。厚

生労働省は、地域医療構想の実現に向けてさらに取り組みを進める観

点から、高度急性期、急性期で病床機能を報告を行っている医療機関

の診療実績を分析し、診療実績が特に少ない類似かつ近接に該当する

全国４２４病院、道内では５４病院を去る９月２６日に公表しました。

今回の公表データとなる病床機能の報告は、診療報酬の基準とは別の

ものであり、各医療機関の自己申告制により行われたため、急性期医

療の指標となる診療実績がほぼ無い病院について数多く公表されまし

た。町立病院としては、一般病棟が回復期、そして療養病棟が慢性期

とすることも考えられますが、地域医療構想では慢性期については削

減し、在宅医療などで対応する方向であるため、現在の急性期から回

復期への転換と実態を考慮し病床数を削減する必要があると考えま

す。厚生労働省が具体的に方針にかかる検証の結果を、再編統合を行

う場合は令和２年９月末まで、再編統合を行わない場合は、令和２年

３月末日までに結論を出すよう自治体などに求めていますが、この再

編統合には医療効率化のための病床縮小、不足ない医療提供の観点か

ら、病床機能転換といった選択肢も含まれるとしています。このこと

から、町立病院が行う具体的対策としては、厚生労働省の掲げる地域

医療構想を踏まえて病床の一部削減と回復期への機能転換を行うこと

で、病床稼働率を高め、さらに診療報酬単価の上昇により採算性の改

善が可能となると考えています。町立病院は、大きな転換期を迎えて

いますが、早期に経営の安定化を図り、町民の皆様が安心して受診で
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きる地域医療を担ってまいります。 

議  長 ５番 志賀浦 学議員。 

志賀浦議員 

(再質問) 

 

再質問を行います。今、町長が言われた方向性が示されました。た

だ、病床の一部削減と回復期の機能転換を行うことで病床稼働率を高

めると。具体的な数字はこれから出るのかなと思うんですけども、そ

の中で、また町立病院も最近良くなる傾向にあるというふうに言われ

ています。微々たるものですけどね。この中で町長の考えを伺います。

この町立病院の赤字体制というのは、どこにどんな原因がいくつある

のか、その辺いつもは頑張りますという方向でしかないので、町長が

考えているところがあったら伺います。また診療報酬の改定により、

急性期病床から見て、地域一般病床への退院先として患者を紹介しに

くくなったと聞いています。また、あわせて回復期病床から見て老健

や療養病床を転院先として患者を紹介しにくくなったと聞いていま

す。診療報酬の改定によってですね。このことが本当であるならば、

今、町立で行っている患者の紹介、逆紹介というシステム、これが今

まで以上に機能しなくなるのではないかなと私は考えております。こ

の辺のところがあったら、町長の見解を伺いたいと思います。あとも

う１点、将来人口の流れとして少子化ではあるが、また本町の高齢化

率の推移はこれから２０年間ぐらい、２０１５年度比で今１０６から

１５７％と病院にかかる対象者がふえる傾向にあります。皆さん健康

であればこの数字にはならないと思うんですけども、その中で、地域

の高齢者を受け入れる病院に建て直す計画が必要であると思っていま

す。よく事実確認はしていませんけれども、よく耳にするのは手のか

かる患者さんは受け入れないという風潮が聞かれます。地域の高齢化

率が上がっていって、これから町立病院にお世話になりたいなと思っ

ている時に入院できないのであれば、町立病院がある必要はあるのか

なというふうに私は思っています。その辺のもし、町長の考えがあっ

たら伺います。以上３点ほど伺います。よろしくお願いします。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

志賀浦議員の再質問にお答えをいたします。町立病院のどうなんだ

ということであります。私はやはり、これまで医者が私になってから

相当変わっております。この医師の不足というのが、非常に地域医療

にとっては、私は大きな影響があるというふうに思っております。先

生が変わることによって違う方に受けられて、それがなかなか戻って

こないというのも実態としてはあります。そんなことから、やはり先

生を早く固定して、何年もうちで医師として働いてもらう、そんな環

境づくりも大事なのかなというふうに思っております。やはり、患者

と医師の信頼関係、ころころ変わっている、あるいは日替わりで以前

応援していただいた医師が来ていただいて、診察そのものは悪いわけ

でないんですが、やはり常時いないということもあって、敬遠されて

いたとそんなことから早く医師の確保、確立をきちっとやるべきだと。

今もちょっと一部不具合がありますので、それも解消したいなという
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ふうに思っているところであります。それから、診療報酬の改定で紹

介が受けられないのかということですが、そういうことではなくて、

あくまでも地域連携室との連携をとりながら、受けたりお願いしたり

しているところであります。それから、うちの病院で重病患者、なか

なか機械等々がないものですから、それは全部受け入れられるかとい

ったらこれはもう無理な話。あるいは、専門の脳だとか心臓だとかと

いうことになりますと、当然紹介をして専門の病院に行っていただく

というのがありますので、全部が全部できるかということはなかなか

難しい。その症状によって、患者さんを良い方向に持っていっていた

だくというのが、やっぱり病院の務めだと思っておりますので、そん

なこともしながらやっているところであります。また今後高齢者は間

違いなく、率は別として対象人数は間違いなくふえていくと思います。

今２，５００人を超えたところでありますが、それ以上当然ふえてい

くということもあります。したがって、地元に身近にかかりつけ医、

命や健康を守れる病院として守っていくのが、町としての使命ではな

いかなと私はそんなふうに思っているところでありますので、今検討

させていただき、いずれまた議会の皆さんに相談をさせていただきま

すけれども、こういう病院になったらいいかなというものを含めなが

ら、あるいはそういうものに持っていくには内部の施設だとか器具だ

とかそういうのが、今のままでできるかどうかというのを今検討して

おります。そんなことも含めながら、やっぱり町立病院として、私は

使命があるのではないかなと。また、新しく町民になられた方も病院

があってよかったね、なおかつ、先ほど小児科は採算が合わないから

と異論のある方もおりましたけども、それがあることによって、来て

くれたそんな方々もおりますので、私は確かに人数的には先生の腕を

振る症例にはちょっと届かないかもしれませんけども、頑張って維持

をしながら、最後まで町内で終われるような医療体制をつくってあげ

たいなとそんなふうに思っております。 

議  長 ５番 志賀浦 学議員。 

志賀浦議員 

(再々質問) 

再々質問をさせていただきます。今言われたように、医師不足が招

いたところは私も認識します。また、その中で、地域連携室がうまく

機能するのかというところは、これからの問題だと思いますけども、

そんな簡単に回復していくのかなという危惧を持っています。なかな

か今大きな病院から回復期の方を紹介してもらうシステムがうまく機

能していかないのではないかな、というのはよく報道なんかでもやら

れています。国の方針で、回復期から在宅へというふうになっている

からしょうがないのかなと思うんですけれど、そういう中で、今うち

の黒字化に向けていけるという方向は、全然先が見えてこないのかな

というふうに思っています。１問目に聞いた例えば、赤字体制の原因

はどこかと、町長は医師であると言うんですけど、医師だけではない

のかなと思うんですよね。要は、うちで固定費で出している、収入が

あって支出があるわけですけど、収入よりも支出のほうは職員給与費
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のほうが多いという状況がずっと続いています。それは、収入が回復

すればそれは解消できるのかなと思うんですけど、その中で努力とし

て、例えば、固定費であるとか外部委託費みたいなものは、見直され

ているのかどうか。私の感覚では、ほとんど見直されないで、そのま

ま随意契約で同じ金額で近いのかなと思います。もっと見直されるべ

きではないのか、というふうに思っています。その辺でもし、考え方

があったらお伺いいたしたいと思います。また、民間系の方が先に勉

強会を開いた時に来ていただきましたけれども、南幌町の環境は非常

に良いと。１０キロ圏内の病院の経営の中で、１００％近くいってい

るというところは２病院ぐらいあるという話をしていましたけど、そ

の中で点在している中で南幌町の位置的な量からいったら、いろんな

連携ができるのではないかという話をしていました。実際やってみな

きゃわからないとは思うんですけども、その中で、民間で何十件も経

営されている、病院は何十件もないんですけど、経営されているとこ

ろの人が来られて、最終的に南幌町は民間手法でやれば黒字化できる

とはっきり言っていました。そういう感覚でいけば、前に経営形態の

質問、私何回も質問しましたけれども、そういうノウハウを受け入れ

る可能性というのはあるのかないのか。私は公的な病院である必要は

良いとも悪いともと言いません。私は、地域に医療を残せる病院が残

ってくれれば、どんな形でもいいと思っています。ここから札幌に通

っていって、回復期になって帰ってきたら、南幌町立病院では受け入

れてくれませんと言われるよりは、民間であろうが公的であろうが、

ここに地域医療を守るしっかりした病院があればそれでいいと思って

います。その辺の町長の考え、プランの中の最後に載っていまして、

まだその時期ではないと書いていましたけれども、その辺をいつ転換

する方向になるのか、それとも国からこの病院も要らないよと言われ

てしまうほうが先なのか、その辺がすごく心配して危惧しています。

その辺を、町長の考え方があったら教えてください。 

議  長 町長 

町  長 

(再々答弁) 

志賀浦議員の再々質問にお答えをいたしますが、まず採算性、先ほ

どいった医師の問題と、それから２系統の入院病床を持っていますよ

ね、一般と療養型と。この療養型は、以前、療養型５４床にした時の

状況と現在とは相当変わっているということであります。したがって、

当時介護療養をなくして全部療養型にしたんですが、それから特養、

老健、グループホーム、サービス付き高齢者住宅等々ができましたの

で、だいぶそちらを利用されていると。後は、訪問診療等々で対応さ

れている方々が相当出ております。したがって当時、療養型を作って

ある程度の稼働率があったんですが、それ以降なかなか稼働率が上が

らない、逆に言うとそこが、先ほどあったように診療報酬のほうから

いくとなかなか良いお金にならない。したがって、一般で１万５，０

００円取っても、平均すると１万１，０００円ぐらいしかならないと。

そんなこともあって、病院の経営というのは非常に厳しい。ただ、時
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のニーズにはやはり対応していかなくてはならないというのは一概あ

りますので、今はちょうどそういう転換期にありますので、病床の見

直しも含めて、病床数の数とあわせて体系も考えて、いかに良くでき

ることができないのか。いい方向に持っていくことができないのかを、

今検討させていただいております。それを持って、また議会の皆さん

とも相談をさせていただきたいと思っておりますが、そういう時の背

景で相当変わってきていることもありますので、やりたいなと思って

います。ただ、先ほどの病床の紹介、医療連携室のお話もありました

けれども、そこも結構今来ていただいています。出入りが激しいです

が、そんなこともあって、これはもう医療連携室をきちっと専門の看

護師等々を添えながら、改革できるものは改革していかなくてはなら

ないなと、そんなふうに思っているところであります。また、経費に

ついては、外部委託をだいぶしていました。というのは、医師１人と

か２人はできないんですよね。今３人体制になって、ようやく少しず

つ自前でできるものもかなり出てきましたので、あるいはいろんなス

タッフの中でできる方法になってきましたので、ただ、器具がないも

のはこれは当然できませんので、いずれそういう部分の更新ができる

時にはまた考えたいなとは思っていますが、できるだけ外部委託をや

めて、すぐ自前でやってすぐ結果が出る体制づくりも私は必要ではな

いかなと。１週間待たされて結果が出るということではなくて、やっ

ぱりそういう早いものはすぐ検査結果が患者の皆さんに、あるいは家

族の皆さんにお示しできる体制づくり、これも大事なことではないか

なというふうに感じております。それから、病院の経営体、民間いろ

いろ皆さん御心配をいただいてありがとうございます。私も、いろい

ろ検討させていただきました。今、全国で民間でやって儲かっている

業界は、あまりないんですよね。道内もそうなんですが、当初の計画

の金額でやってくれと言ったら、もう２年目からそれではだめだと、

経営ができないということで、３年や４年になると相当持ち出しが膨

らんでおります。ですから、私は、どうだいという話を聞くと、あん

まり急いでやる手法でないかもしれないねと。頑張れるのなら、町で

頑張っているほうがきちっとできるんじゃないかという、先輩の首長

さんからのお話もいただいているものですから、まだうちの中でいき

ますと。民間というよりは町で頑張って、お年寄りからお子さんまで

きちっと見られる初期の病院をちゃんとしておくというのが大事で、

それから大きい病院も今紹介がないとなかなかすぐ診療していただけ

ないし、初診料が非常に高くなっています。それは町民の負担になる

のですから、私はもう少しできることをやりながら、当然経費の節減

もそうでありますが、ただ、スタッフは基準があるので多いとか少な

いとかと言われても、この基準を満たさないと診療報酬でまたペナル

ティがきますので、そんなことはできないですが、経営の中で大分詰

めてきたんですが、まだまだあるかと思いますので、それらも検討し

ながら、経費についてはできるだけ掛けないように、ただし、医療行
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為に支障が起きるようなことはできませんので、そんなことを含めな

がら、考えていきたいと思っていますから、民間の経営については、

今のところなかなか全国ですばらしい病院があったんですが、そこも

だめになったりしているものですから、ちょっと今そういう時期では

ないのかなと。それはなぜかというと、やはり全国的に医者がいない

です。うちもやっと今３人にさせてもらったんですけれども、なかな

か近隣も医者がいなくて困っています。だから今確保できたのに、そ

ういう感覚には私はならないかなと。せっかく来ていただいた先生、

逆に言うと張り切ってうちの病院をちゃんとした経営安定に向けて、

医師３人で頑張っていただくというのが一番ではないかなというふう

に思っているものですから、来た早々に民間の話なんて当然できませ

んし、今先生方でもチームを作って自分の病院としてどうあるべきか

ということも検討いただいておりますので、それらのお話をもとに、

また議会の皆さんと御相談をさせていただきたいと思います。 

議  長 以上で志賀浦 学議員の一般質問を終わります。 

次に１０番 木村 修治議員。お願いいたします。 

木村議員 きょうは２点町長に質問したいと思います。まず１問目、一歩進ん

だ防災活動の推進を、というお話です。本町も昨年の９月に台風と地

震とそして今年は全国的にも台風１９号、その後台風の上陸接近で日

本列島は被害を受けました。その最近気になることが地震発生の多さ

です。日本列島至るところで多く発生しており、一日３件発生するよ

うな状況にもなっております。地震はいつ発生してもおかしくないと

再確認いたしました。本町の役場機構には防災課がありません。名称

として防災課はないですけれども、総務課が担当部署として指令課に

なりますけれども、例えば形は名称を総務防災課という形にして、防

災については日頃情報収集、対応検討、調査、訓練指導など防災活動

に一歩進んだ活動を推進すべきと思います。名称が変わることで意識

は変わると思います。町長の考えをお聞きいたします。 

議  長 町長 

町  長 一歩進んだ防災活動の推進を、の御質問にお答えをします。全国各

地で発生している自然災害などにより、町民の防災に対する意識は大

変高まっていると考えます。防災活動については、平時から情報の収

集発信をはじめ、防災訓練などの啓発と災害発生時に迅速な対応を行

うための体制整備が必要です。本町においては、総務課が防災主管課

として、防災活動をはじめ災害対応にあたっていますが、防災活動を

進めるためには担当課だけでなく庁舎内各組織や関係機関との連携、

さらには地域との連携が必要不可欠であり、重要なことは町全体とし

ての災害への備えだと考えます。そのようなことから、引き続き総務

課が中心となり町民の安全安心に向け防災活動の推進に努め災害対応

にあたってまいります。 

議  長 町長。 

木村議員 確かに、町民の防災に対する意識は大変高まっていると思います。
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(再質問) 一つの事例として、今回実際にＤＯはぐをやったときに、段ボールベ

ッドを実際に作ってみたと、非常にいいことです。私は、お金がない

なら知恵を出そう、そして一騎当千の社員とか職員になろう。それと、

ただ活動が形だけではなく、やっているというポーズではなくて、実

際に効果ある活動をしようというのが私の今までの信念でした。今回、

総務課を総務防災課という組織名称を変更するだけでかなり意識は変

わってきますし、例えば、具体的には、本町の職員で防災士とか、あ

と気象予報士とかそういう職員の資格取得を奨励して、そしてもし、

そういった資格を取ったのであれば、費用の支援とかその後の手当と

か、そういう形で職員のやる気を出すと。そして、今回のダンボール

ベッドのような実践的な訓練を実施していくと。最近では、ＮＨＫの

ほうでもこれだけ災害があるのですから、ＮＨＫで今までの災害の実

情を放映したＤＶＤとかそういうものをお借りして、そして、年に何

回か研修で各住民に啓蒙を促すと。そして、あと図上訓練ではなくて

実際に実働訓練を行う。あと、各ボランティア団体、結構南幌にいっ

ぱいありますので、それを効果的に使って、それを活用していって実

際に動かしてみると。まさにそういう活動を具体的にやってみると。

その指令課が総務防災課とそういう形にしてやっていけば、意識も変

わっていくのではないかと思います。町長は、そういう考えはないで

しょうか。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

木村議員の再質問にお答えをいたします。災害に対する意識という

ことで、非常に全国的にいろんな活動をされているものも十分承知を

させていただいておりますし、いざ自分がそうなったら、どうなると

いうことも想定をしながら今いるところであります。うちの職員、限

られた職員であります。ですので、今総務課がやっているということ

で、指揮命令は一番良くなっているところでありますので、また、町

内会長さん、あるいは行政区長さんもそこが窓口になっておりますの

で、連絡のつながりが、すごく順調にいけるのかなというふうに思っ

ております。ただ災害対策ということで、先ほどお話あった防災士、

これは消防でも去年取ってもらったり、あるいは防災マスター、これ

は職員にも取ってもらったり、あるいは行政区長さんにも取っていた

だいたりと、そういう地道な活動ですが、その時にあったできるよう

な体制づくり、いざという時に体制づくりができるように、私どもも、

人の災害をただ見ているんじゃなくて、自分がなったらどうなるんだ

と、そんなことも感じながら、自分がそういう行動がとれるかどうか

ということも職員も含めて、今検討しながらやっているところであり

まして、いろんな対外的な手続も非常にやりやすい環境にありますの

で、総務防災課という御提案もあるんですが、今総務課の中では順調

に対外的な関係団体ともスムーズにいっておりますので、そこを中心

としながら、また、不都合だとか役場職員がふえるような状況になれ

ば、またそういうことも考えていかなければならないのかなと思って
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いますが、現状の中ではなかなか厳しいのかなというふうに思ってい

るところです。ただ、先ほど言った防災士だとか防災マスター、これ

は少しでも職員等々に広げて、大きな災害活動の中核になっていただ

ける、そういう要請も努めていきたいなというふうに思っております。 

議  長 １０番 木村 修治議員。 

木村議員 ありがとうございます。知恵を出そう、そして一騎当千に値する職

員になろう、そういう形で限られた人員の中で、これからいろいろ問

題が出てきますので、頑張っていただいて町を守っていただきたいと

思います。１番目の質問は終了いたします。ありがとうございました。 

続けて、２問目の一般質問にまいります。南幌墓地無縁供養塔の名

称変更について、ということです。かなりこれは、デリケートな問題

ではありますけれども、昨年、平成３０年の第１回定例会において、

同僚議員より、今後の墓地管理についての一般質問の答弁の中で、南

幌墓地の無縁供養塔は、平成１１年の墓地改修事業で翌平成１２年に

整備され、無縁になられた先人１６体、行旅病死人１体が納骨されて

いるということでありました。毎年、私も墓参にはまいります。先祖

の墓参に続いてちょうど正面にありますから、供養塔にお参りし、い

つも私はその表記の無縁については違和感を覚えます。引き取り手の

ない遺骨は、南幌町の先人であります。その１６体については、ある

時期のある時代の町民、村民であったことから、無縁供養塔を有縁供

養塔に名称変更することについて、町長の考えをお伺いいたします。 

議  長 町長。 

町  長 南幌墓地無縁供養塔の名称変更について、の御質問にお答えします。

南幌墓地無縁供養塔は、平成１１年度南幌墓地造成工事の際に出土し

た縁故者の不明な無縁故者を、納骨するために整備した施設です。無

縁の表記については、身元不明者など弔う親類縁者がいないというこ

とであり、墓地埋葬などに関する法律施行規則においても使用されて

いることから、無縁供養塔の名称を変更する考えはありません。 

議  長 １０番 木村 修治議員。 

木村議員 

(再質問) 

法律に称されているからそれを使ったということですけども、私も

町民になってかれこれ一時期出ていましたが、５０年ほぼ６０年近く

南幌の町民であります。ただ、私は法律でそういうふうになっている

から、だからそれを使うことで何も間違ってはいないということです

からそうなんですけれども、ただ、あまりにも改修工事で身元がわか

らない遺骨が１６体出てきたと。それは、その時かその時にいつの時

代かわからないけれども、そこにあったということはやはり南幌町の

住人であります。そして、その方々たちがちょうどお墓の前に立派な

供養塔が建っている。そこに無縁供養塔とある、じゃあどういう方な

んだろうと、後ろに回って横に回ってもさっぱりその由来がわからな

い。わずか２０年の間に、そういう状況になっております。これから、

新しい方があと何十年、たくさんの方の住民が来てそこを見るでしょ

う。そこに何も書いてない。そういう由来書も言われても何もない。
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先ほど言いました、お金がないなら知恵を出せと。その供養塔の無を

有にするのにどれだけかかるのでしょうか。または、そこまで違和感

を感じてあるのが、有縁供養塔と無縁供養塔と二つ併記してもいいで

す。そしてその横にその由来を書いていただいて、そして供養すると。

見ていると、結構たくさんの方がやはり墓参りに来た時に、その前に

立ってお参りしておりますし、あまりにも、法律を理由として考える

のは少しかわいそうだなと。これは感情的な問題かもしれないけど、

しかし、基本的にはあまり変わらないわけですから、それをやっては

どうかなと思うんですが、すいません。もう一度お聞きします。お考

えの変更はございませんか。町長にお尋ねします。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

木村議員の再質問にお答えをいたします。有縁ということになると、

親類縁者がいて入れるということになるんですよね。今、それでなく

ても、町で合葬墓をつくらないのかといろんな声がある中でそれを作

ってしまうと、有縁、無縁が一緒になってしまうと。私は、逆に供養

をするあれがおかしくなるのでないかなと。私もお盆にはお寺に行っ

て、遺骨のままでまだだれも引き取り手のない所にもお参りさせてい

ただいています。そういう関係もあって、やはりそこはきちっと分け

ておかないと、これから子どもさんや孫さんがいるけども管理できな

いから町で見てくれと、有縁ならオーケーじゃないかとか、そういう

発想になられると非常にまた困る問題が出てきます。合葬墓がある市

町村ならまだ多少そういうところで、あるかなというふうに思ってお

りますが、うちはそれもないですし、有縁を拡大されるとそういうほ

うに持っていかれる可能性も高い。したがって、云われについてはち

ょっと考えなくてはいけないのかなというふうには思っております

が、有縁と無縁を一緒にするということはちょっと難しいのかなとい

うふうに思っております。 

議  長 １０番 木村 修治議員。 

木村議員 だんだんお墓に対する考え方も変わっておりまして、なかなかその

そういった問題に対しては、だんだん薄くなってきているかなという

感じはします。今、町長がお話になったような意味での無縁という形

になるか、それは確かにわかりません。今、その由来書だけでも後ろ

のほうにちょっとお考えになっていただけるのかなという感触を得ま

した。時代はだんだん変わっていきますので、だんだん認識も変わっ

てくると思います。私の質問はこれで終わります。少なくともあそこ

は、由来書が検討されるだけでも結構でございます。今後ともよろし

くお願いします。ありがとうございました。 

議  長 以上で木村 修治議員の一般質問を終わります。 

ここで１時１５分まで休憩をいたします。 

 （午後１２時００分） 

（午後 １時１５分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 
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午前に引き続き、一般質問を行います。 

次に、１番 内田 惠子議員。 

内田議員  きょうは、２問町長に質問したいと思います。まず１点目、ＳＤＧ

ｓを活用したまちづくりをについて。ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

を活用したまちづくりが、全国で広がっているようです。２０１５年

国連サミットにおいて、住み続けられるまちづくりや作る責任、使う

責任、質の高い教育をみんなに、などの１７の目標が全会一致で採択

され、２０３０年までの目標としています。誰一人取り残さない社会

の実現を目指す経済、社会、環境をめぐる広範囲な課題を統合的に取

り組むことを決議しています。日本では、まち・ひと・しごと創生基

本方針２０１７の中に、地方公共団体におけるＳＤＧｓが盛り込まれ

ました。ＳＤＧｓは、自分たちの暮らしとは遠く、難しい内容に思え

るかもしれませんが、実は日ごろの町民の活動と深くつながっている

と思います。そこで、町民、企業、行政の取り組みが、いくつかのＳ

ＤＧｓの目標とつながっていることをより理解し、まちづくりに生か

していくために広報誌などでＰＲが必要と考えますが、町長の考えを

伺います。 

議  長 町長。 

町  長 ＳＤＧｓを活用したまちづくりの御質問にお答えします。持続可能

な開発目標（ＳＤＧｓ）については、人間の安全保障の理念に基づき、

昨年１２月においてＳＤＧｓアクションプラン２０１０として策定さ

れ、本年６月のＧ２０大阪サミットを皮切りに、日本のＳＤＧｓモデ

ルを積極的に世界に発信しています。本町においても、ＳＤＧｓのモ

デルの一つである、ＳＤＧｓを原動力とした地方創生の推進と強靱か

つ環境に優しい循環型社会の構築に向けた取り組みについて、現在策

定中の第２期南幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略に盛り込みたい

と考えています。また、持続可能なまちづくりの実現を目指すために、

ＳＤＧｓの目標を町民の皆様に理解いただけるよう、広報などで周知

してまいります。 

議  長 １番 内田 惠子議員。 

内田議員 

(再質問) 

ＳＤＧｓ、ちょっと私には不具合な内容のように思うかもしれませ

んけど、私も自分の活動の中に二つありまして、ポリシーというか民

間でやれることは民間でというそういう信念を持って、豆腐づくりと

子ども達を交えたイベントをやっております。それで初めて知ったん

ですけど、豆腐づくりこれがまた水を使う、そして、その豆腐を仙台

の検査場に送って菌の検査をしたところ、菌は出なかったということ

でうれしく思いまたびっくりもしているんですけど、その水道水の安

全ということに改めてこう深く感謝しました。今、第２浄水場を建設

しておりますけど、本当に安全な水がこれからも使えるのだなという

ことで安心しております。また、手前味噌ではないですけれど歌謡シ

ョーをやっているんですけど、その前座で子ども達に俵積み音頭を踊

ってもらっているんです。始めたのが、一番小さい子は４歳で、そし
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て今その子が１０歳になりました。６年経って踊りはさっぱり大人の

踊りにはならないんですけれど、去年ことしとみんながびっくりした

のは歌い手さんはもう６年経ったら相当な年齢に達しています。それ

で、準備などがとても大変なんですけど、子ども達に声をかけた時に

あっという間に７００の椅子が出揃いました。みんなびっくりしたん

です。子どもは、やっぱり育てるものだねということになって、そし

て、その椅子を並べるのに今度紐を端から端まで張って、きれいに並

べることを大人が見せてくれました。それを見て私は思ったんです。

コミュニティ・スクールとはこの一環、こういうことなのかなと。地

域とともに大人とともに、前にお話を講師の先生が本州から見えられ

て、できれば一緒の仕事をすることがいいと思う。掃除とか言ったこ

とを覚えているんですけれど、こういうことなのかなと。そうすると、

このアイコンに組み替えてみると、質の高い社会教育でもあろうと思

うんです。文化伝承でもありますし。このように、やっぱりこのＳＤ

Ｇｓというのは、なかなかこう近隣市町村でも取り組んではいらっし

ゃらないようですけれど、また、あるところではアイコンを張りつけ

て広報誌などに、そして関連性を示しているところに留まっていると

ころもあるようです。でも、よく見るとね、ほとんど今回やっていま

すという答弁をいただくと思っていたんですけど、本当にやっていら

っしゃいます。違いはやっぱり、その目標を定めたところから今を見

るという、そのことが違うのではないかと思うんですよね。大きな公

共事業にはね、水洗トイレなんだ、というドライバーの話を聞いて、

中は絨毯でスリッパに履きかえて家のトイレと何ら変わりはないとい

う、やはり企業も環境に配慮したそういうＳＤＧｓの目標に近くなる

ような活動していらっしゃるのだなということを思いました。やっぱ

り、広報でお知らせしていくとありますけれども、より深く理解して

いただき町民、今町がきょうも午前中一般質問もありましたけれども、

そんなに大きな事業にみんなで取り組むために、一つひとつ本当に理

解していただき、町民が動かしていくようなまちづくりをということ

で、このＳＤＧｓは職員の皆さんも理解していただいて、女性、また

女性が優れているということではございません。私は、女性の活動を

見るのに「家の光」を取りよせています。そこでもう既に連載されて

います、女性の活動とＳＤＧｓ。そして、こういうような冊子も出て

います。「ＳＤＧｓと協同組合」という、本当に進んでいるなと思い

ました。ですから、行政職員の皆さんもしっかりとこれから研修をし

ていただいて、コーディネートですね、町民にお伝えして、町民が動

いてもらうような。それで再質問なんですけども、広報ばかりではな

く、地域担当制とかまた区長会等それぞれあると思うんですけれども、

そういったところで漏れなくやっていただければと思いますけれど

も、どうでしょうか。 

議  長 町長。 

町  長 内田議員の再質問に、お答えをいたします。英語の頭文字を取ると、
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(再答弁) お年を召した方については非常にわかりづらいと思っております。私

自身も、なかなかこれをうまく理解してお話しできるのか、なかなか

できない。きょうのちょっと記事を読んでいたら、自治体の職員にア

ンケートを取ったところ、わかっているのは６６％、それから取り組

んでいるのが３０％、全部アンケート調査したかどうかちょっとわか

りませんが、抽出でやったというふうに出ておりますので。ただ、今

までやっていることが既にもうそれになるようなこと、例えばうちの

きた住まいるヴィレッジでエコ住宅、これはもうそういう取り組みの

一つと私は思っています。そんな取り組みだとか、子ども達によその

町で子ども食堂とかうちもそれに近いことやっていますが、そういう

ことで子ども達に理解をさせて、物を食べさせてありがたさをわかる、

そんなことの取り組みも当然、いろんなところで各地でやっておりま

すので、今先ほど答弁したように、第２期の地方創生戦略を練ってお

ります。そんな中に何とか入れながら、このＳＤＧｓの普及、環境に

も優しい分野でありますので、それらを含めて町民の理解、当然媒介

としてホームページや町広報というのもありますし、また、私ども職

員含めて、いろんな所でそういうものを発生していく体制づくり、そ

のためにはやはりＳＤＧｓのほうももっともっと職員も理解していた

だいて、きちっと理解した中で、発信できるようなそんなこともして

いかなければならないのかというふうに思っておりますので、総合戦

略の中で何らかの形で盛り込みたいなと、そんなふうに思っておりま

す。 

議  長 １番 内田 惠子 議員。 

内田議員 

(再々質問) 

きた住まいるヴィレッジ、そして今また計画されているその事業が、

国が進めている各自治体をあおってふるいにかけているような、そし

て環境未来都市といいますか、それを選定し飴を上げるような、そう

いう今地方自治体にとって厳しい内容になっているのかなと思うんで

すけれども、それでもやっぱりやっていかなくてはいけませんし、私

個人としては、住宅やそのボールパークとの近隣の絡みや、そして今

誘客施設などで未来都市、全国で幾つかのそういう自治体の一つに選

ばれる可能性というのはないのでしょうか。 

議  長  町長 

町  長 

(再々答弁) 

内田議員の再々質問にお答えをいたします。思いは、選ばれたいな

という、そのために今いろいろ練りながら、わが町の懐具合を考えて、

できるだけより良い環境のもとで物事を進めたいなということで、い

ろいろ情報発信をさせていただいて、議員の皆様に誘客施設がちょっ

と遅れて申し訳ないですが、そのことも視野に入れているものですか

ら、取り込めるものは職員にも全部取り込めと。私も全部取り組むそ

んな気概を持っていろんな調査、あるいはどれがいいのかということ

もさせていただいておりますので、南幌町としてもできる限りＳＤＧ

ｓだけでなくて、やはり国の情報をいかにキャッチして、我が町でそ

れがトライできるかどうか。慎重も必要だけども、やっぱり早く情報
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をいただいて取り入れる環境づくり、それが一番大事だと思っており

ます。今、そういう取り組みをしているという発信はしていますけど

も、選ばれるかどうかはこれから相手のあることですので、できるだ

け選ばれたいなというふうに今思っております。 

議  長 １番 内田 惠子議員。 

内田議員 では、次の質問に移ります。 

人口減少と高齢化が進み、身近にあった商店やガソリンスタンドが

なくなるなど、住民は不便さと寂しさを感じています。また、高齢に

より長く歩けない方や、夫婦で免許証返納を考え、今後の生活に不安

を感じている方が多くなっています。交通弱者や買い物難民、通院難

民の言葉に象徴される方々が、生き生きと住み続けるために、よりき

め細やかな足の確保対策が必要と考えますが、町長の考えを伺います。 

議  長  町長。 

町  長 高齢者の交通弱者への対策は、の御質問にお答えをします。全国的

な高齢化社会の進展に伴い、本町においても、運転免許証返納など今

後も交通弱者がふえるものと予想され、地域で住み続けられるまちづ

くりを進める上でも、生活の足確保は重要な課題と認識しています。

現状においては、地域の交通対策の検討を進める上で、交通事業者と

の調整、運転手の確保や運行管理、将来的な財政負担など多くの課題

がありますが、町内巡回バスの検証結果などを踏まえ、新たな公共交

通の取り組みを検討してまいります。 

議  長 １番 内田 惠子議員。 

内田議員 

(再質問) 

質問をするにあたっては、私の立場上ちょっと厳しいのではないか

ということで同僚議員からのアドバイスもありましたが、私だから言

えるということの観点で、質問させていただきました。実は今、商工

会は何年も前からですけれども、事業承継とそういう事業に取り組ん

でおります。農家の方は、既に４代５代へと継承し、今とてもこう大

きな立派な若者もふえて、第１次産業と言われる本当にそういう南幌

町になっておりますが、商工事業者は２代、３代、まあ１代でそれで

事業承継、地域になくてはならない密着した仕事が多いです。それを

皆さんも御存じだと思うんですけど、社労士、企業のおくりびとと言

われております。その方と本音で残したい、残りたい、どのように、

どこへ、そのようなことを今やっております。それで、この地方公共

交通、これは名古屋に１１月に行ってきましたが、まず法律とか、そ

ういうことを理解してからよく考えるという先生のお話でした。それ

で、公共交通というのは、国や道や地方や体系がいろいろあって、そ

して今私が質問しているのは、町の中の小さな拠点の足です。これを

変えていくには事業者ばかりでない、今町長の答弁にもありました、

こうしてこのテーブルに乗せて、この継承、自分の仕事でさえも承継

する覚悟、また承継した後の受けた覚悟、１０年はかかると言われて

おります。町の事業なら余計でしょうけど。ですから、やっぱり今か

ら町民を交えて、どうしたら乗っていただけるのか。本音で話し合い、
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時間をかけて新たな方向性へと向かわなければならない時期ではない

かと思います。つい先日、私も巡回バスに乗せていただきました。職

業上、そこにもいらっしゃる、ここにもいらっしゃるけれども、バス

にはなかなか乗れないのかなという思いがしました。歩くことが不便

な方は、バス停からどれぐらい歩けるでしょうか。ある町では、バス

停から３００メートル相当、５００メートル相当、１キロメートル相

当の住民に対しての何らかの足の確保、わが町では、巡回バスもその

ように決められているのがあるのかどうか。やはり、東町、中央、西

町でも病院に行くためには、またバスで行くためには、端っこで言え

ば結構な距離があります。今後、そういったことも、そのようなこと

が中心になろうかと思うんですけれど、それとやっぱり免許返納しな

ければいけないけど、不便だから危険も覚悟で、町までだから無理し

て乗っているという方もいらっしゃいます。先日も江別のイオンでし

たか、駐車場で大きな何かちょっと事故があったようですけれども、

何台かの。本当に町民を引き寄せて、本音で話していただく、検証も

していただく、そういうことが、こういう交通基本法とか交通政策基

本計画とかそういったものが国のほうで改定されることによって、町

も変わっていくのでしょうか。それを聞きたいです。 

議  長  町長 

町  長 

(再答弁) 

内田議員の再質問にお答えいたします。当然、国の法律に基づいて、

私ども巡回バスにしろ、フィーダー系統接続という過去からいろいろ

変わってきて、それを取り入れながら、今巡回バスの運行をさせてい

ただいているところでございます。これもいろいろ前から皆さん方か

らの要望があって、市街地でどうして乗れないのかとか、地方は３０

０メートル、５００メートル歩いてでもいいから巡回バスにしてくれ

と、そういう要望もあって、デマンドバスをやったときの声としては、

やっぱり巡回バスがいいという時代でありました。しかし、それから

今だいぶ経ちまして免許証の返納がふえてきて、今年で３年になりま

すが、そうするとタクシー券の補助券もなくなると、そんな方もこれ

から出てまいります。それらを含めていくと、住民の声も十分聞かな

くてはなりませんが、バス事業者が３社走っています。それが、市街

地で町がそういうことをやると、当然撤退の話になります。それと引

き替えにしたら、全部町が町外まで送れるかとなると、なかなかこれ

は今の中では難しい。どうするかということで今の巡回バスで落ちつ

いているんですが、これもやはり難しくなってきたとすれば、バス事

業者とも十分話し合わせていただいて、あるいは利用の方々とも相談

はさせていただかなければ、町でやる事業ですから当たり前の同じ料

金という話には多分全町一律ということなると町民の不公平感が出る

だろうと私は思っています。２段階でも３段階でも作れれば１番良い

ですけども、そうすると運転手の確保でまたいろんな問題が出てくる

だろうと。いろんなことが想定されます。それでうちの町にとって本

当にどうあるべきか、私はあくまでも町内だけのことを考えています。
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それを考えて町外への足が無くなると非常にまた住民の方に迷惑をか

けますので、どうしても事業者とも相談をし、町民の意向としてはそ

ういう部分があるとすれば、それはそれで、もうかなりの免許証返納

者、私どもがわかる人でかなりおりますし、自主返納でも再更新しな

いで自分で納めたという方もいるようですから、もっともっと潜在は

あるんだろうと思います。ですので、ちょっとこれは片一方を良くし

たら、片一方がアウトになるという、そんなことにすぐ結果がついて

きますから、そこのところをうまくいろんな方々と理解をいただいて、

間違いない方法がとれないかどうか、それにはやはり時間をかけて話

を、ただ時間をかければ、もう先ほど言ったような現象が起きてきま

すから、そんなに長い時間をかけられませんが、そういう人たちとの

話し合いを持ちながら、うちの町にとってどれがいいのか。いろいろ

検討してまいりたいなと。差し迫った方もかなりおりますので、それ

らも含めて考えたいと。今、巡回バス利用者もそれで理解をして乗っ

ていただいています。そのことも十分理解をさせるような形の変更が

あるとすれば、そういうことも考えなければなりませんので、それら

も含めて私のほうで十分検討してまいりたいなと思います。 

議  長 １番 内田 惠子議員。 

内田議員 十分、町長の考えもわかります。でも、やっぱり心配なのは人口が

減る。片や若い人を住宅で一生懸命ふやすんですけれども、やはり足

の確保が大変ということで、引っ越される方もいらっしゃいます。町

としては、十分理解していると思うんですけど、こういう減少に対し

て、待ったなしの懸案事項だと思います。それでよく検討していただ

いて、行政が何らか法律か何かで変わると、また周りも業者も変わっ

ていくと思うので検討していただきたいと要望で終わります。以上で

す。 

議  長 以上で、内田 惠子議員の一般質問を終わります。 

以上で一般質問を終結いたします。 

●日程５、選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。 

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条

の第２項の規定により、指名推薦にいたしたいと思いますが、御異議

ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推薦によることに

決定をいたしました。 

お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名する

ことにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって議長において指名することに決定を

いたしました。 

選挙管理委員には 

南１１線西１４番地 久保むつ子氏 ６８歳 無所属 
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元町２丁目１番８号 前川  肇氏 ６６歳 無所属 

北町４丁目４番１号 寺田 孝広氏 ６４歳 無所属 

南１７線西１３番地 小林 暢徳氏 ５７歳 無所属 

選挙管理委員補充員には 

第１順位 南１２線西４番地  渡邊 信光氏 ６３歳 無所属 

第２順位 南９線西２番地   今村 信市氏 ６０歳 無所属 

第３順位 北町６丁目９番５号 宮入紀美男氏 ６２歳 無所属 

第４順位 西町１丁目２番９号 佐藤 晴美氏 ５４歳 無所属 

以上を指名いたします。 

日程６ 議案第５４号から日程１１ 議案第５９号の６議案につき

まして、関連がございますので一括提案いたします。 

●日程６  議案第５４号 南幌町議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条

例制定について 

●日程７  議案第５５号 常勤特別職職員の給与等に関する条例

の一部を改正する条例制定について 

●日程８  議案第５６号 職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例制定について 

●日程９  議案第５７号 令和元年度南幌町一般会計補正予算（第

４号） 

●日程１０ 議案第５８号 令和元年度南幌町下水道事業特別会計

補正予算（第１号） 

●日程１１ 議案第５９号 令和元年度南幌町病院事業会計補正予

算（第２号） 

以上、６議案を一括として議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第５４号から議案第５９号まで

の６議案につきまして提案理由を申し上げます。 

初めに、議案第５４号及び議案第５５号につきましては、いずれも

令和元年人事院勧告に鑑み、議会議員、常勤特別職等について期末手

当の支給率を変更する措置を講ずる必要があるため本案を提案するも

のです。 

次に、議案第５６号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例制定につきましては、令和元年人事院勧告による国家公務員の給与

改定を鑑み、本条例改正を提案するものです。 

次に、議案第５７号 令和元年度南幌町一般会計補正予算（第４号）

につきましては、歳出では人事院勧告を鑑みて行われる給与等の改定

に係る追加、子育て世帯住宅建築費助成事業経費、自立支援給付事業

経費の追加、歳入では歳出補正の各事業に係る国及び道支出金の追加、

南幌工業団地用地売払収入の追加が主な理由です。その結果、既定の

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，５０８万９，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６３億５，１９６万
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２，０００円とするものです。 

次に、議案第５８号 令和元年度南幌町下水道事業特別会計補正予

算（第１号）につきましては、歳出では人事院勧告を鑑みて行われる

給与等の改定に係る追加、歳入では一般会計繰入金の減額、繰越金の

追加が主な理由です。その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ４万９，０００円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出そ

れぞれ２億２，２７４万５，０００円とするものです。 

次に、議案第５９号 令和元年度南幌町病院事業会計補正予算（第

２号）につきましては、歳出では人事院勧告を鑑みて行われる給与等

の改定に係る追加が主な理由です。その結果、収益的支出では既定予

算に９４万４，０００円を追加し、６億５，２４１万４，０００円と

するものです。 

議案第５４号から議案第５６号については総務課長が、議案第５７

号については副町長が、議案第５８号については都市整備課長が、議

案第５９号は病院事務長が説明いたしますので、よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。総務課長。 

総務課長 それでは、議案第５４号、議案第５５号、議案第５６号の３議案に

ついて御説明いたします。初めに、議案第５４号並びに議案第５５号

について御説明いたします。２議案につきましては、改正内容が同一

であるため、議案第５４号の説明をもって、議案第５４号並びに議案

第５５号の説明に充てさせていただきます。今回の改正は、令和元年

人事院勧告により、国家公務員に対する改正給与法が成立したことを

受け、本町においても職員の給与改定を行うことに鑑みて議会議員、

常勤特別職において期末手当に係る支給率の引き上げを行うもので

す。 

別途配布しています、議案第５４号資料 南幌町議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表をご

らんください。左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所

です。 

期末手当、第５条第２項中「１００分の２２２．５」を「１００分

の２２５」に改めるものです。これにより年間支給率が４．５カ月と

なり、昨年度と比較して０．０５カ月が引き上げられます。 

次に附則、期末手当の特例、第２１項として、令和元年１２月支給

分の期末手当に６月支給分の新旧支給率の差である０．０５カ月分を

加算して支給することを加えるものです。次ページにまいります。 

附則として、第１項 施行期日、この条例は公布の日から施行し、

令和元年１２月１日から適用する。 

第２項 期末手当の内払、第２項は改正前の条例に基づき支給した

期末手当について、改正後の条例に基づき支給すべき期末手当を先払

いとする規定でございます。 

続きまして、議案第５６号 職員の給与に関する条例の一部を改正
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する条例について、御説明いたします。初めに、改正の概要について

申し上げます。令和元年人事院勧告による国家公務員に対する改正給

与法が成立したことを受け、職員の給与等の改定を行うもので、第１

条は平成３１年４月１日遡及適用分、第２条は令和２年４月１日から

の施行分で、２つの条立てにより改正を行うものでございます。第１

条関係は民間給与との格差を埋めるため、初任給及び若年層の俸給月

額を平均０．１％増額し、さらに期末手当を０．０５カ月分引き上げ

るもので、平成３１年４月１日に遡って実施するものです。第２条関

係は住居手当について支給の対象となる家賃額の下限額を引き上げ、

その原資を用いて手当上限額を引き上げ、また勤勉手当について６月

と１２月における支給率の平準化を行うため、それぞれ支給率の改正

を行うもので、令和２年４月１日から施行するものでございます。そ

れでは別途配布しております議案第５６号資料新旧対照表をごらんく

ださい。最初に、第１条による改正、平成３１年４月１日適用分の説

明をいたします。左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇

所です。 

勤勉手当、第１６条の４第２項第１号中「１００分の９２．５」を、

「６月支給分を１００分の９２．５」、「１２月支給分を１００分の

９７．５」に改めるものです。ここでは、一般職に係る勤勉手当を０．

０５カ月分引き上げるもので、結果、期末勤勉手当の年間支給率を４．

５カ月分とするものでございます。 

次ページ、第５条関係の給料表を改正するものでございます。別表

第１２ページから８ページ上段にかけて行政職給料表（１）でござい

ます。大卒採用職員の初任給を１，５００円、高卒採用職員の初任給

を２，０００円引き上げ、これを踏まえ、３０代半ばまでの職員が在

籍する号給について所要の改定を行うもので、昨年に引き続いての改

定となります。この表の２ページ、高卒初任給は１級５号級で１４万

８，６００円が１５万６００円に、大卒初任給は３ページの１級２５

号級で１８万７００円から１８万２，２００円に改定されます。次に

８ページから１３ページにかけては、別表第４医療職給料表（２）で

町立病院の薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士などの適

用表でございます。次に１３ページ下段から２１ページにかけては、

別表第５医療職給料表（３）で、町の保健師及び町立病院の看護師、

准看護師などの適用表です。なお、医療職（２）及び（３）の給料表

についても、行政職と同様の引き上げを行うものでございます。続き

まして、２２ページをごらんください。 

第２条による改正、令和２年４月１日施行分の説明をいたします。

２２ページ住居手当、第１０条の２第１項第１号中、「１２，０００

円」を「１６，０００円」に、同条第２項中「各号に掲げる額」を「各

号に定める額」に、同項第１号中「掲げる額」を「定める額」に、同

号イ中「２３，０００円」を「２７，０００円」に、「１２，０００

円」を「１６，０００円」に、同号ロ中「２３，０００円」を「２７，
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０００円」に、「１６，０００円」を「１７，０００円」に改めるも

のです。ここでは、住居手当の支給対象となる家賃の下限を１２，０

００円から１６，０００円に４，０００円引き上げ、これに生じる原

資を用いて住居手当の上限を２７，０００円から２８，０００円に１，

０００円引き上げるものでございます。 

２３ページ、勤勉手当第１６条の４第２項第１号中「、６月に支給

する場合には１００分の９２．５、１２月に支給する場合には１００

分の９７．５」を「１００分の９５」に改めるものです。ここでは、

先ほど説明しました第１条関係で、平成３１年４月１日遡及に係る一

般職０．０５カ月分の勤勉手当の引き上げについて、令和元年度にお

いては１２月分に加算して支給するとしたものを、令和２年度以降は

６月期と１２月期において勤勉手当の支給率の平準化を図り、それぞ

れ１００分の９５として均等に支給する改正でございます。２４ペー

ジにまいります。 

附則として、施行期日等 第１項、この条例は公布の日から施行す

る。ただし、第２条の規定は、令和２年４月１日から施行する。 

第２項、第１条の規定は、平成３１年４月１日から適用する。 

給与の内払、第３項、第１条の改正前の給与条例に基づいて支払っ

た給与については、改正後の給与条例に基づき支払うべき給与の先払

いとみなす規定でございます。 

住居手当に関する計画経過措置、次ページにかけまして第４項及び

第５項第２条の規定の施行日の前日において、改正前の規定により支

給された住居手当の月額より２，０００円を超える減額となる職員に

つきましては、施行日以降も引き続き同じ住居を借り受け家賃を支払

っている場合においては、令和３年３月３１日までの１年間において

は、改正前の旧手当額の月額から２，０００円を控除した額の住居手

当を支給するとした経過の規定でございます。 

規則への委任、第６項 前項に定めるもののほか、この条例に関し

必要な事項は規則で定める。以上で、議案第５４号、議案第５５号、

議案第５６号の説明を終わります。 

議  長 副町長。 

副 町 長 それでは、議案第５７号 令和元年度 南幌町一般会計補正予算（第

４号）の説明を行います。 

初めに歳出から説明いたします。１１ページをごらんください。 

２款総務費１項１目一般管理費、補正額１４２万５，０００円の追

加です。電算機器管理運営経費で、地方自治法施行規則の改正に伴う

財務会計システム改修に係る委託料を、ふるさと応援寄附事業では、

昨年９月より参入した寄附受付サイトの取り扱い件数増加による委託

料をそれぞれ追加するものです。 

３目財産管理費、補正額６，９５０万円の追加です。公用車管理経

費で、小型マイクロバスの修繕経費の追加、財産管理経費では、南幌

工業団地工業用地売払いに伴う収入を、減債基金に積み立てるもので
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す。 

４目企画振興費、補正額４００万円の追加です。子育て世代住宅建

築費助成事業で、交付見込件数の増加に伴い追加するもので、これに

より本年度の件数は１５件、助成総額は２，４００万円を見込んでい

ます。 

８目防災諸費、補正額はありません。財源内訳を変更するものです。 

９目職員給与費、補正額４７５万８，０００円の追加です。次ペー

ジにかけて職員給与費で、人事院勧告に伴う給与改定に係る経費を追

加するものです。 

３款民生費１項２目障がい者福祉費、補正額５８７万６，０００円

の追加です。地域生活支援事業で、ストマ用具の利用者増に伴う扶助

費の追加、障がい者福祉経費では、生活保護受給者の透析者増に伴い

扶助費を追加するものです。 

２項２目児童措置費、補正額３万７，０００円の追加です。児童手

当支給経費で、平成３０年度事業費確定による過年度返還金の追加で

す。 

３目保育所費、補正額２万９，０００円の追加です。保育所等運営

補助事業で、平成３０年度事業費確定による過年度返還金の追加です。 

次ページにまいります。 

５款農林水産業費１項２目農業振興費、補正額９４万円の追加です。 

農業振興経費で、過年度返還金の追加は、戸別所得補償経営安定推進

事業の農地利用集積事業により設定した利用権を１名の対象者が事情

により１０年未満で解約したことによるものです。担い手育成対策事

業は、新規就農型給付事業の希望者１名分の追加です。 

４目機場施設管理費、補正額１１０万円の追加です。機場基幹水利

施設管理事業で、機場稼働時間の増に伴う揚・排兼用４機場に係る電

気料を追加するものです。 

７款土木費２項２目道路維持費、補正額はありません。財源内訳を

変更するものです。次ページにまいります。 

３項３目公共下水道費、補正額３２５万８，０００円の減額です。

下水道事業特別会計繰出金を減額するもので、後ほど、下水道事業特

別会計で説明いたします。 

４項１目住宅管理費、補正額４０万円の追加です。町公営住宅管理

事業で、退去時における修繕費用を追加するものです。 

８款消防費１項１目消防費、補正額２８万２，０００円の追加です。 

南空知消防組合負担金事業で、南幌支署費負担金として、救急救命士

の病院研修時におけるワクチン接種義務化に伴い、予防接種費用を追

加するものです。 

 続きまして、歳入の説明をいたします。９ページをごらんください。 

１５款国庫支出金１項１目民生費国庫負担金、補正額２６８万８，

０００円の追加です。自立支援医療給付事業に係る負担金です。 

２項４目土木費国庫補助金、補正額１，１２０万９，０００円の減
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額です。社会資本整備総合交付金で事業費の確定によるものです。 

１６款道支出金１項１目民生費道負担金、補正額１３４万４，００

０円の追加です。自立支援医療給付事業に係る負担金です。 

１７款財産収入２項１目不動産売払収入、補正額６，８９８万７，

０００円の追加です。土地建物売払収入として、南幌工業団地内の土

地を埼玉県に本社を置く株式会社ニルスに６，８９０万円で、また、

幌向運河排水機場導水路移転工事に伴う用地として、町有地を国に８

万７，０００円でそれぞれ売却したものです。次ページにまいります。 

１９款繰入金１項１目財政調整基金繰入金、補正額１，３２１万１，

０００円の追加です。財源調整を行うものです。 

２１款諸収入５項５目雑入、補正額２４６万８，０００円の追加で

す。市町村防災・減災対策事業推進交付金として、北海道市町村振興

協会からの特別支援事業交付金、及び過年度分の戸別所得補償経営安

定推進事業の補助金返還金です。 

２２款町債１項４目土木債、補正額７６０万円の追加です。橋梁長

寿命化整備事業によるものです。 

以上、歳入歳出それぞれ８，５０８万９，０００円を追加し、補正

後の総額を６３億５，１９６万２，０００円とするものです。 

次に第２表 地方債補正の説明を行います。５ページをごらんくだ

さい。 

地方債の変更です。橋梁長寿命化整備事業の補正前の限度額１，８

９０万円を、補正後の限度額２，６５０万円に変更するものです。 

なお、起債の方法、利率、償還の方法は変更ありません。以上で、議

案第５７号の説明を終わります。 

議  長 都市整備課長。 

都市整備課長 それでは、議案第５８号 令和元年度南幌町下水道事業特別会計補

正予算（第１号）の説明を行います。 

初めに歳出から説明いたします。８ページをごらんください。 

１款下水道事業費１項２目管理費、補正額４万９，０００円の追加

です。いずれも人事院勧告に基づく給与改定に伴い、該当する職員給

与費に係る必要経費を追加するものです。 

次に歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。 

３款繰入金１項１目一般会計繰入金、補正額３２５万８，０００円

の減額です。繰越金の確定により、管理費に充当していた不足分を減

額するものです。 

４款繰越金１項１目繰越金、補正額３３０万７，０００円の追加で

す。平成３０年度事業会計繰越額が確定したことにより追加するもの

です。 

以上、歳入歳出それぞれ４万９，０００円を追加し、補正後の総額

を２億２，２７４万５，０００円とするものです。以上で議案第５８

号の説明を終わります。 

議  長 病院事務長。 
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病院事務長 それでは議案第５９号 令和元年度南幌町病院事業会計補正予算

（第２号）について御説明申し上げます。議案の３ページをお開き願

います。初めに、収益的収支の支出について御説明申し上げます。 

１款病院事業費用１項医業費用１目給与費９４万４，０００円の追

加でございます。１節給料では給与改定に伴う職員給与の追加で１２

万２，０００円の追加、２節職員手当等では各種手当等で６７万８，

０００円の追加、５節法定福利費では１２万２，０００円の追加、６

節の退職給付費では２万２，０００円の追加で、いずれも給与改定に

よる必要経費を追加するものでございます。１ページにお戻りくださ

い。 

第２条、第３条に定めた収益的収支につきましても、病院事業費用

は９４万４，０００円を追加し、６億５，２４１万４，０００円に改

めるものでございます。この結果、病院事業収益が病院事業費用に対

し不足する額は９４万４，０００円となり、 

次に第３条、議会の議決を得なければ流用することができない費用

の給与費を９４万４，０００円追加し、３億９，９６３万５，０００

円に改めるものでございます。以上で議案第５９号の説明を終わりま

す。 

議  長 場内時計で２時２０分まで休憩をいたしたいと思います。 

（午後２時１０分） 

（午後２時２０分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑に当たり

ましては議案ごとに行います。 

初めに、議案第５４号 南幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例制定についての質疑を行います。  

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第５４号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第５５号 常勤特別職の職員の給与等に関する条例の一

部を改正する条例制定についての質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第５５号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第５６号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例制定についての質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第５６号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第５７号 令和元年度南幌町一般会計補正予算（第４号）

の質疑を行います。 

（なしの声） 
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御質疑がありませんので、議案第５７号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第５８号 令和元年度南幌町下水道事業特別会計補正予

算（第１号）の質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第５８号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第５９号 令和元年度南幌町病院事業会計補正予算（第

２号）の質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第５９号についての質疑を終結いた

します。 

お諮りいたします。本６議案につきましては、この際討論を省略し

直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。採決に当たりましては、議案ごとに行い

ます。 

議案第５４号 南幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決するこ

とに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第５５号 常勤特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改

正する条例制定については、原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第５６号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定

については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第５７号 令和元年度南幌町一般会計補正予算（第４号）につ

いては、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第５８号 令和元年度南幌町下水道事業特別会計補正予算（第

１号）については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 
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御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第５９号 令和元年度南幌町病院事業会計補正予算（第２号）

については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（なしの声）御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可

決することに決定をいたしました。 

以上で、本日予定をしておりました全ての議案審議が終了いたしま

した。 

明日１１日９時３０分まで延会といたしたいと思いますが御異議あ

りませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって明日１１日午前９時３０分まで延会

といたします。 

どうも御苦労さまでした。 

 （午後２時２５分） 
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令和元年第４回南幌町議会定例会会議録     １２月１１日 

（午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

昨日より延会となっておりました令和元年第４回南幌町議会定例会

をただいまより再開いたします。 

本日の出席議員数は１０名でございます。熊木議員につきましては

欠席の届が出ております。 

直ちに本日の会議を開きます。 

日程１２ 議案第６０号から日程１６ 議案第６３号までの４議案

につきまして、関連がございますので一括提案いたします。 

●日程１２ 議案第６０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を

改正する法律施行に伴う関係条例の整

備に関する条例制定について 

●日程１３ 議案第６１号 南幌町第１号会計年度任用職員の報酬

及び費用弁償に関する条例制定につい

て 

●日程１４ 議案第６２号 南幌町第２号会計年度任用職員の給与

に関する条例制定について 

●日程１５ 議案第６３号 南幌町附属機関設置に関する条例制定

について 

以上４議案を一括して議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第６０号から議案第６３号の４

議案につきまして、いずれも地方公務員法及び地方自治法の一部を改

正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員制度が導入されることか

ら、関係する条例を整備する必要があるため提案するものです。詳細

につきましては総務課長が説明いたしますので、よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。総務課長。 

総務課長 それでは、議案第６０号から議案第６３号までの４議案について御

説明いたします。 

まず、議案第６０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正す

る法律の施行に伴う、関係条例の整備に関する条例制定について御説

明いたします。初めに、改正の概要について申し上げます。地方公務

員法及び地方自治法の一部改正により、新設される会計年度任用職員

に関し、勤務条件などの条例に委任されている事項の整備を行うもの

でございます。別途配布しています、議案第６０号資料 地方公務員

法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例 新旧対照表をごらんください。左側が改正後、右側が

改正前、下線の部分が改正箇所です。 

第１条 南幌町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部
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改正については、会計年度任用職員のうち、フルタイム職員を人事行

政の運営等の状況における公表対象として加えるための改正でござい

ます。 

第２条 職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部改

正については、次ページにかけまして、会計年度任用職員が病気等で

長期休業する場合は休職期間を任命権者が定める期間までの範囲とす

る規定を追加するものでございます。 

第３条 職員の懲戒の手続及び公開に関する条例の一部改正につき

ましては、懲戒処分のうち減給処分の対象にパートタイム会計年度任

用職員の報酬を追加するための改正でございます。３ページにまいり

ます。 

第４条 職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、会

計年度任用職員制度の導入により、非常勤職員の育児休業の取得に関

し育児休業法において条例で定める事項の整備等を行うものでござい

ます。４ページにかけまして、条例第２条育児休業法により条例で定

める育児休業をすることができない職員の規定に、非常勤職員に関す

る条件の規定を追加整備するものでございます。 

４ページから６ページにかけまして、第２条の３は育児休業法によ

り、非常勤職員については１歳に達する日から１歳６カ月に達する日

までの間で、養育の事情に応じて育児休業をすることができることと

されており、それぞれの事情に応じた育児休業期間を追加するもので

ございます。 

６ページ下段から７ページにかけまして、第２条の４は非常勤職員

については、養育の事情を考慮し、特に必要と認めた場合は３歳に到

達する日まで育児休業をすることができることとされその事情につい

て追加するものです。 

７ページ、第２条の５については、第２条の３を繰り下げるもので

ございます。次ページにかけまして、第３条は、既に育児休業をした

ことがある場合、特例規定を追加するものでございます。 

８ページ、第７条は育児休業をしている職員の期末手当等の支給に

ついて、会計年度職員には勤勉手当について対象外とする規定を追加

するものでございます。 

第８条には、育児休業した職員が復帰した場合の号給調整について、

会計年度任用職員については対象外とする規定を追加するものでござ

います。 

９ページ、第１７条は育児休業法の規定により条例で定める部分休

業をすることができない職員として、非常勤職員の条件に関する規定

を追加するものでございます。 

次ページにかけまして、第１８条は部分休業の承認について、非常

勤職員に関する取得時期並びに時間についての規定を追加するもので

ございます。 

１０ページ、第１９条は部分休業をしている職員の給与の扱いにつ
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いて会計年度任用職員に係る減額規定を追加するものでございます。

１１ページにまいります。 

１２ページにかけまして、第５条 非常勤の職員に対する給与その

他の給付に関する条例の一部改正につきましては、会計年度任用職員

制度の導入に伴い、非常勤職員の報酬等の支給に関する規定を定める

条例について、題名の改正を含めて文言整理を行うものでございます。

なお、一般職の非常勤職員の旅費に関する規定につきましては、会計

年度任用職員条例において規定することから削除するものでございま

す。 

第６条 南幌町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に

関する条例の一部改正につきましては、会計年度任用職員制度の導入

に伴い、サービス制限条例における規定の文言整理を行うものです。

１３ページにまいります。 

第７条は 南幌町総合農政推進協議会設置条例の一部につきまし

て、会計年度任用職員制度の導入に伴い文言の整理を行うものです。 

第８条は、南幌町生涯学習アドバイザー設置条例の廃止につきまし

ては、生涯学習アドバイザーについて会計年度任用職員として位置づ

けをすることから、単独での設置条例を廃止するものでございます。 

附則として、この条例は令和２年４月１日から施行する。 

続きまして 議案第６１号 南幌町第１号会計年度任用職員の報酬

及び費用弁償等に関する条例制定について御説明を申し上げます。議

案第６１号をごらんください。初めに条例制定の概要について申し上

げます。 

地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、新設された会計年

度任用職員に関し、地方公務員法第２２条の２第１項第１号に規定す

る、いわゆるパートタイム職員の報酬、期末手当等に関し必要な事項

を新たに定めるものでございます。条例の構成につきましては、第１

条から第１８条までの構成となります。 

まず第１条は、条例制定趣旨でございます。 

第２条は、報酬等の支払い方法に関する規定です。 

第３条は、職員同様、報酬から控除することができる事項を定める

ものです。 

第４条は、パートタイムの会計年度任用職員の報酬について、第１

項では報酬は月額、日額、時間額で定め、その上限を超えない範囲に

おいて勤務日数や時間を考慮し、規則で定める額を支給すること。第

２項では、その他支給可能な報酬等の種類を規定しています。 

第５条は、報酬の期間計算など支給方法等に関する規定です。 

第６条は、特殊勤務報酬の支給に関する規定です。 

第７条は、通勤に係る費用について、一般職の職員の通勤手当の例

に倣い費用弁償として一月当たりの通勤回数を考慮し支給する旨の規

定です。 

第８条は、職員が旅行した場合は出張に係る費用を費用弁償として
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一般職の職員の例により支給する旨の規定です。 

第９条は、月額または日額により報酬を支給する職員が有給休暇等

の場合を除き、勤務しない時間があった場合の報酬の減額に関する規

定でございます。 

第１０条は、正規の勤務時間を越えて勤務した場合の時間外勤務報

酬の支給に関する規定です。 

第１１条は、休日に勤務を命じられた場合の休日勤務報酬の支給に

関する規定です。 

第１２条は、宿直及び日直を命じられた場合の宿日直勤務報酬の支

給に関する規定です。 

第１３条は、町立病院など正規の勤務時間として、午後１０時から

午前５時までの間の勤務に対して支給する夜間勤務報酬の支給に関す

る規定です。 

第１４条は、期末手当の支給につきまして、その基準日、支給額、

支給の基礎となる在職期間などに関する規定です。パートタイム会計

年度任用職員に対する期末手当の支給につきましては、役場再任用職

員の支給率と同じく６月と１２月にそれぞれ０．７２５月、年間１．

４５月とするものでございます。 

第１５条は、勤務時間１時間当たりの報酬額の算出方法に関する規

定です。 

第１６条は、外国語指導助手など、全国統一的な取り扱いを引き続

き担保する必要があるなど特別な理由がある会計年度任用職員につき

ましては、報酬等について例外的措置を規定するものでございます。 

第１７条は、休職中には報酬等を支給しない旨の規定です。 

第１８条は、この条例に定めるもののほか、必要な事項を規則に委

任する規定でございます。 

附則といたしまして、次ページにかけて、第１項 施行期日 この

条例は令和２年４月１日から施行する。 

第２項 報酬等に関する特例、会計年度任用職員制度の導入前に非

常勤職員等として運用されていた職員が施行期日以降に新たに会計年

度任用職員として任用された場合、報酬等の年間見込み総額が前年度

の賃金に達しない場合は、必要な調整を行うことができる旨の規定で

ございます。 

続きまして、議案第６２号 南幌町第２号会計年度任用職員の給与

に関する条例制定について、御説明申し上げます。初めに、条例制定

の概要について申し上げます。議案第６１号同様、新設された会計年

度任用職員に関し、地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる、

いわゆるフルタイム職員の給与に関し必要な事項を新たに定めるもの

です。条例の構成につきましては、第１条から第２０条までの構成と

なっております。 

第１条は、条例制定趣旨でございます。 

第２条は、給与の支払い方法に関する規定です。 
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第３条は、パートタイム職員同様、給与から控除することができる

事項を定めるものです。 

第４条及び第５条は、フルタイム会計年度任用職員の俸給に関する

規定です。 

第６条は、フルタイム関係年度任用職員の給料表別表の等級基準表

に掲げる職種の区分、適用する給料表の職務の区分に応じて職員の給

料表を準用することとする規定でございます。 

第７条は、号給の決定については別に定めるものとする規定でござ

います。 

第８条は号給の支給方法、第９条は特殊勤務手当、第１０条は通勤

手当、第１１条は旅費、第１２条は給与の減額、第１３条は時間外勤

務手当、第１４条は休日勤務手当、第１５条は宿日直及び日直手当、

第１６条は夜間勤務手当、第１７条期末手当につきましては、それぞ

れ一般職に属する職員の例によるものとする規定でございます。 

第１８条は、勤務時間１時間当たりの給与の算出方法に関する規定

です。 

第１９条は、休職中には給与を支給しない旨の規定でございます。 

第２０条は、この条例に定めるもののほか、規則に委任する規定で

ございます。 

附則として、第１項、施行期日 この条例は令和２年４月１日から

施行する。第２項 給与に関する特例、第１号会計年度任用職員と同

様に非常勤職員等として任用されていた職員が、施行期日以降に新た

に会計年度任用職員として任用された場合、給与の年間見込み総額が

前年度の報酬等に達しない場合は、必要な調整を行うことができる旨

の規定でございます。 

次に、議案第６３号 南幌町附属機関設置に関する条例について、

御説明いたします。初めに条例制定の概要について説明いたします。

地方自治法及び地方公務員法の改正により、会計年度任用職員制度が

令和２年４月から導入されることとなり、会計年度任用職員へ移行す

る職員以外の非常勤職員が、特別職の非常勤職員として位置付けが明

確になったことから、現在条例に規定されていない特別職の非常勤職

員が所属する委員会等について、地方自治法の規定に基づき所管事務、

並びに定数を定めるものでございます。条例の構成につきましては、

第１条から第７条までの構成となってございます。 

第１条は、条例制定趣旨でございます。 

第２条は、別表に掲げる執行機関ごとに附属機関として設置する規

定でございます。 

第３条は、それぞれの所掌事務を別表のとおり定めるものです。 

第４条は、それぞれの附属機関の構成員の定数を別表のとおり定め

るものでございます。 

第５条は、附属機関の構成員の任期は執行機関が別に定めるものと

する規定です。 
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第６条は、附属機関には特定の事項等について調査、審査するため、

部会等の組織を設置することができるものとする規定です。 

第７条は、条例に規定すること以外で、必要な事項は附属機関が別

に定めるものとする規定でございます。 

附則として、第１項 施行期日、この条例は令和２年４月１日から

施行する。第２項 経過措置、別表にある機関の委員として現在委員

としての職にあるものが、この条例に規定された附属機関の委員とみ

なす規定でございます。以上で、議案第６０号、議案第６１号、議案

第６２号、議案第６３号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑に当たりましては議案ごとに行います。 

初めに議案第６０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正す

る法律施行に伴う関係条例の整備に伴う条例制定についての質疑を行

います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第６０号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第６１号 南幌町第１号会計年度任用職員の報酬及び費

用弁償に関する条例制定についての質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑ありませんので、議案第６１号についての質疑を終結いたし

ます。 

次に、議案第６２号 南幌町第２号会計年度任用職員の給与に関す

る条例制定についての質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第６２号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第６３号 南幌町附属機関設置に関する条例制定につい

ての質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、議案第６３号についての質疑を終結いた

します。 

お諮りいたします。本４議案につきましてはこの際討論を省略し、

直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。採決に当たりましては議案ごとに行いま

す。 

議案第６０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律

施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定については、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに
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決定をいたしました。 

議案第６１号 南幌町第１号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償

に関する条例制定については、原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第６２号 南幌町第２号会計年度任用職員の給与に関する条例

制定については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第６３号 南幌町附属機関設置に関する条例制定については、

原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

●日程１６ 議案第６４号 成年被後見人等の権利の制限に係る措

置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関

連条例の整備に関する条例制定についてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第６４号 成年被後見人等の権

利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定につきましては、

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係

法律の整備に関する法律の制定に伴い、本案を提案するものでありま

す。詳細につきましては総務課長が説明いたしますので、よろしく御

審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。総務課長。 

総務課長 それでは、議案第６４号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置

の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関連

条例の整備に関する条例制定について、御説明いたします。初めに、

制定の概要について申し上げます。本年６月に公布されました、成年

被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人等を資格、職種、業務

等から一律に排除する規定、いわゆる欠格条項を削除し必要に応じて

状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断する個別規

定を置き、あわせて所要の手続き規定の整備、用語の整理を行うもの

です。それでは、別途配布しております議案第６４号資料新旧対照表

をごらんください。左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正

箇所です。 

第１条 南幌町印鑑条例の一部改正につきましては、国の印鑑登録
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証明事務処理要領の改正に伴い、「成年被後見人」の文言を「意思能力

を有しない者（前号に掲げるもの者を除く。）」に改めるものでござい

ます。 

第２条 職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部改

正については、文言の整理を行うものでございます。次ページにまい

ります。 

第３条 職員の給与に関する条例の一部改正については、地方公務

員法第１６条第１号に欠格条項として規定されていた成年被後見人ま

たは被補佐人が削除されたことに伴い、当該法令番号を削除し、あわ

せて文言の整理を行うものでございます。次ページにまいります。 

第４条 職員等の旅費に関する条例の一部改正につきましては、第

３条と同様に地方公務員法第１６条第１号の欠格条項が削除されたこ

とに伴い、条文の文言整理を行うものでございます。次ページにまい

ります。 

第５条 南幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正につきましては、児童福祉法第３４条の２０第１

項第１号において欠格条項として規定されていた成年被後見人または

被補佐人が削除されたことに伴い、引用する条項にずれが生じたため

改正を行うものでございます。 

附則として、第１項 施行期日、この条例は令和元年１２月１４日

から施行する。 

第２項 処分等に関する経過措置、この条例の施行日前に行われた

改正前の条例に基づく処分その他の行為については、その効力を有す

る経過措置の規定でございます。以上で議案第６４号の説明を終わり

ます。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し直ち

に採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第６４号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を

図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例制定については、原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

●日程１７ 議案第６５号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 
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町  長 ただいま上程をいただきました議案第６５号 災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、災害弔慰金

の支給等に関する法律の改正に伴い、本案を提案するものです。詳細

につきましては、保健福祉課長が説明いたしますので、よろしく御審

議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長 それでは、議案第６５号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例制定について御説明いたします。この条例は、自然災

害により死亡した方の遺族に対する弔慰金の支給や著しい障がいを受

けた方への見舞金の支給、及び災害援護資金の貸し付けを行うための

基準等を定めることを目的としており、国の法律、施行令に基づき制

定されています。このたびの国の改正では、平成７年の阪神淡路大震

災の当時は被災者生活再建支援法がなかったことから、ほかの災害と

比べて義援金の配分も少なく災害援護資金に頼って生活を再建するこ

とを余儀なくされたことを踏まえ、一定の低所得者等の免除を可能に

することなどが加えられたもので、本条例においても国に準じて改正

をしております。別途配布いたしました、議案第６５号資料の新旧対

照表をごらんください。左側が改正後、右側が改正前、下線の箇所が

改正部分です。 

第１５条の償還等の第３項を改正後の条文のとおり、法や令の引用

を改めます。このことにより償還金を支払うことが困難である場合は

支払い猶予が可能であることが明確となり、償還免除の対象範囲の拡

大が図られることとなります。 

附則として、この条例は公布の日から施行する。以上で、議案第６

５号についての説明を終了いたします。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑はありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第６５号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する

条例制定については、原案のとおり可決することに御異議ありません

か。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

●日程１８ 議案第６６号 南幌町保健福祉総合センターの条例の

一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第６６号 南幌町保健福祉総合
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センター条例の一部を改正する条例制定につきましては、公衆浴場入

浴料金統制額の改定に伴い、本案を提案するものです。詳細につきま

しては、保健福祉課長が説明いたしますので、よろしく御審議賜りま

すようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長 それでは、議案第６６号 南幌町保健福祉総合センター条例の一部

を改正する条例制定について御説明いたします。このたびの改正につ

きましては、北海道公衆浴場入浴料金の統制額の改正に伴い、大人の

入浴料金の引き上げを行うものです。なお、施行期日につきましては、

周知期間を設けるために来年４月からとしております。別途配布いた

しました、議案第６６号資料の新旧対照表をごらんください。左側が

改正後、右側が改正前、下線の箇所が改正部分です。 

別表１ 使用料のうち浴室大人１回４４０円を４５０円に改正しま

す。 

附則としまして、令和２年４月１日から施行する。以上で議案第６

６号についての説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたのでこれより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

議案第６６号 南幌町保健福祉総合センター条例の一部を改正する

条例制定については、原案のとおり可決することに御異議ありません

か。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

●日程１９ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ことについてを議題といたします。 

局長に朗読させます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました諮問第１号 人権擁護委員の推薦に

つき意見を求めることにつきましては、小原 康子氏が令和２年３月

３１日をもって任期が満了となることから、小原 康子氏の再任につ

いて諮問するため本案を提案するものです。御同意賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

議  長 お諮りいたします。本案につきましては人事案件でございます。 

この際質疑討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが御異議あ

りませんか。 
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（なしの声） 

それでは採決いたします。 

諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

は、原案のとおり推薦することに異議なしとして答申することにいた

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり推薦することに

異議なしとして答申することに決定をいたしました。 

●日程２０ 発議第１６号 総務常任委員会、産業経済常任委員会、

議会運営委員会所管事務調査についてを議題といたします。 

３委員会の所管事務調査につきましては、定例会ごとの承認案件で

ございます。提案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認することに

決定をいたしました。 

追加日程１ 発議第１７号から追加日程２発議第１８号までの２議

案を日程に追加し議題といたしたいと思いますが御異議ありません

か。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって追加日程１発議第１７号から追加日

程２発議第１８号までの２議案を追加いたします。 

●追加日程１ 発議第１７号 林業・木材産業の成長産業化に向け

た施策の充実強化を求める意見書の提出についてを議題といたしま

す。 

提出者より提案理由の説明を求めます。 

６番 本間 秀正議員。 

本間議員 （朗読により説明する。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

発議第１７号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・

強化を求める意見書の提出については、提案のとおり採択することに

御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに

決定をいたしました。 

●追加日程２ 発議第１８号 高齢者の安全運転支援と移動手段の

確保を求める意見書の提出についてを議題といたします。 
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提出者より提案理由の説明を求めます。 

２番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 （朗読により説明する。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声） 

御質疑ありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声） 

それでは採決いたします。 

発議第１８号 高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意

見書の提出については、提案のとおり採択することに御異議ありませ

んか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに

決定をいたしました。 

以上で本定例会に提案されました全ての議事審議を終了いたしまし

た。ただいまをもって閉会したいと思いますが御異議ありませんか。

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本定例会はただいまをもって閉会と

いたします。 

どうもご苦労さまでした。 

 （午前１０時１５分） 


